
盟
ーすー

界

霊

展

中
園
東
北
地
域
史
研
究
と
槍
案
史
料

ー
ー
ー
地
方
政
治
と
土
地
問
題
と
の
関
わ
り
を
中
心
に
|

|

江

樹

夏

由

は
じ
め
に

一
遼
寧
省
楢
案
館
と
そ
の
所
蔵
史
料

ニ
張
家
の
土
地
支
配
に
関
す
る
楢
案
史
料

ー
、
張
家
の
人
々
と
そ
の
歴
史

2
、
楢
案
史
料
へ
の
接
近
の
た
め
の
二
次
史
料
利
用

3
、
土
地
関
係
捲
案
史
料
の
考
察

三

奉
天
に
お
け
る
辛
亥
革
命
と
楢
案
史
料

ー
、
奉
天
に
お
け
る
辛
亥
革
命

2
、
楢
案
史
料
集
の
刊
行

3
、
張
格
に
関
す
る
楢
案
史
料

結
び
に
代
え
て

は
じ
め
に
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筆
者
は
こ
れ
ま
で
中
園
東
北
地
域
、
と
く
に
か
つ
て
の
奉
天
省
(
現
在
の
ほ

ぼ
遼
寧
省
に
あ
た
る
〉
に
お
け
る
在
地
勢
力
の
鐙
頭
と
そ
の
土
地
問
題
と
の
関

わ
り
に
つ
い
て
い
く
つ
か
の
論
文
を
ま
と
め
て
き
た
。
日
清
戦
争
、
義
和
園
事

件
、
日
露
戦
争
と
績
く
戟
鋭
、
地
域
秩
序
の
混
乱
の
な
か
で
、
清
朝
中
央
が
波

遺
し
た
地
方
官
に
代
わ
っ
て
、
奉
天
の
在
地
勢
力
の
一
部
は
民
閲
武
装
組
織

(
郷
圏
)
の
指
導
者
、
あ
る
い
は
、
清
末
期
に
開
設
さ
れ
た
諮
議
局
な
ど
の
地

方
議
曾
の
議
員
と
し
て
、
こ
の
地
域
の
政
治
の
主
導
権
を
，
次
第
に
掌
撮
し
て
い

っ
た
。
辛
亥
革
命
期
を
経
て
、
か
れ
ら
在
地
勢
力
は
次
第
に
奉
天
行
政
機
構
の

内
側
に
参
入
し
、
さ
ら
に
、
張
作
森
・
張
皐
良
政
権
、
「
満
洲
図
」
の
時
期
に

い
た
る
と
、
こ
の
地
域
の
地
方
官
僚
集
園
の

重
要
な
一

角
を
形
成
し
て
い
っ

た
。
そ
う
し
た
在
地
有
力
者
の
代
表
的
な
事
例
と
し
て
、
筆
者
は
清
末
の
郷
園

指
導
者
か
ら
奉
天
諮
議
局
副
議
長
、
さ
ら
に
、
張
作
森
・
張
皐
良
政
権
、
満
洲

園
の
高
官
と
な
っ
た
裳
金
鎧
、
ま
た
、
辛
亥
革
命
期
に
こ
の
地
域
の
同
盟
舎
の

指
導
者
で
あ
っ
た
張
格
(
本
名
は
張
燥
格
)
ら
の
辿
っ
た
歴
史
を
取
り
主
け
た

こ
と
が
あ
る
。

こ
う
し
た
在
地
勢
力
の
有
力
者
の
多
く
は
、
辛
亥
革
命
後
、
庚
い
面
積
の
土

地
を
有
す
る
地
主
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
清
朝
の
時
代
、
こ
の
地
域
に
は
各
種

官
荘
、
王
公
荘
園
、
旗
地
な
ど
が
庚
く
設
け
ら
れ
、
州
肝
怖
の
管
轄
す
る
一
般
の

民
有
地
の
面
積
は
極
め
て
限
ら
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
清
朝
皇
室
や
王
公
な
ど

が
こ
の
地
域
の
多
く
の
土
地
の
権
利
を
有
し
て
い
た
。
清
末
以
降
、
こ
れ
ら
官

妊
・
荘
園
な
ど
は
官
地
と
線
稽
さ
れ
、
民
閲
へ
の
挽
い
下
げ
な
ど
を
通
じ
て
解

健
・
整
理
さ
れ
て
い
っ
た
。
こ
う
し
た
官
地
の
民
有
地
化
が
進
む
な
か
で
、
後

に
大
地
主
と
言
わ
れ
た
人
々
の
多
く
は
か
つ
て
の
官
在
・
荘
園
な
ど
の
土
地
の

権
利
を
自
ら
の
掌
中
に
枚
め
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
で
は
、
後
に
大
地
主
と

言
わ
れ
た
人
々
は
、
清
朝
の
時
代
、
こ
う
し
た
官
妊

・
妊
園
な
ど
の
土
地
と
ど

の
よ
う
な
関
係
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
ど
の
よ
う
に
し
て
、
こ
う

し
た
官
地
を
自
ら
の
土
地
と
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
注
目
し
た
い
慰
は
、
こ
れ
ら
在
地
有
力
者
の
多
く
が
清
朝
の
八
旗
制

度
の
も
と
で
は
漢
軍
旗
人
と
い
う
身
分
を
有
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
上
述
の
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友
金
鎧
、
張
格
、
ま
た
、
辛
亥
革
命
期
の
東
三
省
線
督
で
あ
っ
た
越
爾
巽
、
奉

天
諮
議
局
議
長
で
あ
っ
た
奥
景
灘
、
奉
天
選
出
の
資
政
院
議
員
で
あ
っ
た
王
玉

泉
な
ど
を
は
じ
め
、
こ
の
地
域
の
多
く
の
有
力
者
は
漢
族
で
あ
り
な
が
ら
、
旗

籍
を
有
す
る
漢
軍
旗
人
で
あ
っ
た
。
筆
者
は
、
そ
う
し
た
漢
軍
旗
人
の
一
部
が

清
朝
の
時
代
に
は
官
妊
・
荘
園
な
ど
の
土
地
を
管
理

・
占
有
し
て
い
た
こ
と
、

そ
し
て
、
清
末
以
降
、
官
地
の
民
有
地
化
が
進
む
な
か
で
、
か
れ
ら
が
そ
う
し

た
土
地
の
権
利
を
獲
得
し
、
地
主
と
し
て
園
田
頭
し
て
い
っ
た
動
き
を
考
察
し
て

き
た
。
清
朝
の
時
代
の
土
地
制
度
と
清
末
以
降
の
在
地
勢
力
の
箆
頭
と
い
う
問

題
と
の
関
係
を
採
る
な
か
で
、
つ
ま
り
、
清
朝
史
と
の
有
機
的
な
連
闘
の
な
か

で
、
中
園
東
北
地
域
の
近
代
史
を
考
察
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

上
記
の
よ
う
な
問
題
を
考
察
す
る
な
か
で
、
筆
者
が
利
用
し
た
基
本
的
な
史

料
の

一
つ
が
遼
寧
省
楢
案
館
な
ど
に
所
蔵
さ
れ
た
檎
案
史
料
で
あ
っ
た
。
本
稿

で
は
、
こ
う
し
た
問
題
を
め
ぐ
っ
て
、
筆
者
が
史
料
を
求
め
て
辿
っ
て
き
た
道

を
、
特
に
、
指
案
史
料
利
用
の
可
能
性
、
あ
る
い
は
、
そ
の
難
し
さ
と
い
っ
た

船
舶
か
ら
と
ら
え
な
お
し
て
み
た
い
。
個
別
研
究
課
題
か
ら
の
接
近
で
は
あ
る

が
、
そ
れ
だ
け
に
、
論
黙
を
兵
種
的
に
明
ら
か
に
で
き
る
と
考
え
る
。

遼
寧
省
楢
案
館
と
そ
の
所
蔵
史
料

中
園
東
北
地
域
史
の
研
究
を
進
め
て
い
く
う
え
で
の
貴
重
な
史
料
の
費
庫
と

し
て
、
第
一
に
、
中
園
遼
寧
省
楢
案
館
を
事
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
稿
が
利

用
す
る
楢
案
史
料
の
多
く
も
、
こ
の
遼
寧
省
橘
案
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
も
の

で
あ
っ
た
。
本
抽
仰
が
檎
案
史
料
、
檎
案
舘
に
つ
い
て
の
特
集
抽
別
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
あ
ら
か
じ
め
、
こ
の
遼
寧
省
楢
案
館
の
所
蔵
史
料
に
つ
い
て
簡
単
な
紹
介

を
し
て
お
き
た
い
。

遼
寧
省
楢
案
館
は
瀦
陽
市
に
あ
る
遼
寧
省
人
民
政
府
の
敷
地
内
に
あ
り
、
閥

覧
室
な
ど
が
置
か
れ
て
い
る
楢
案
館
の
奮
館
建
物
は
か
つ
て
の
東
北
大
皐
聞
書

館
で
あ
る
。
『
中
園
楢
案
館
指
南
叢
書
遼
寧
省
機
案
館
指
南
』
に
よ
れ
ば
、

遼
寧
省
楢
案
館
の
所
蔵
史
料
は
六
五
七
種
類
の
全
宗
、

二
一
二
高
六
千
各
(
加
)

の
楢
案
、
資
料
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
大
き
く
「
唐
代
楢
案
」
、
「
明
代
檎
案
」
、

「
清
代
檎
案
」
、

「民
図
楢
案
」
、

「
日
俄
楢
案
」
、
「
園
民
熊
捲
案
」
、
「
東
北
大
医

楢
案
」
、
「
建
園
前
後
省
級
終

・
政

・
群
機
関
楢
案
」
と
分
類
さ
れ
て
い
る
。

表
ー
は
一
高
巻
以
上
の
数
量
の
史
料
か
ら
な
る
全
宗
の
名
穏
を
記
し
て
い
る
。

そ
こ
に
あ
る
よ
う
に
、
所
蔵
史
料
は
屋
倒
的
に
清
代
以
降
の
も
の
が
多
い
。
各

楢
案
史
料
は
そ
れ
ら
が
か
つ
て
所
蔵
さ
れ
て
い
た
官
街
ご
と
に
ま
と
め
ら
れ
て

い
る
。
し
た
が
っ
て
、
民
園
期
に
設
け
ら
れ
て
い
た
官
街
の
楢
案
、
つ
ま
り
、

あ
る
全
宗
が
「
民
圏
構
案
」
と
し
て
分
類
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
の
な
か

に
清
代
の
楢
案
が
数
多
く
残
さ
れ
て
い
る
場
合
も
少
な
く
な
い
。
現
在
、
所
蔵

さ
れ
て
い
る
檎
案
史
料
の
整
理
が
進
ん
で
お
り
、
そ
の
成
果
は
各
種
の
史
料

集

・
研
究
書
と
し
て
相
次
い
で
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
自
己
の
研
究
テ
1
マ
と
関

連
す
る
史
料
集
・
研
究
蓄
が
刊
行
さ
れ
て
い
れ
ば
、
質
際
に
機
案
館
を
訪
問
す

る
前
に
、
そ
れ
ら
に
目
を
通
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
り
、

現
地
で
の
史
料
調
査
の
数
率
は
か
な
り
高
ま
る
は
ず
で
あ
る
。

き
て
、
奉
天
に
お
け
る
土
地
問
題
と
地
方
政
治
と
の
関
わ
り
と
い
う
筆
者
の

研
究
開
心
か
ら
、
遼
寧
省
楢
案
館
所
蔵
史
料
に
つ
い
て
概
観
し
て
み
た
い
。
ま

ず
、
土
地
問
題
に
つ
い
て
は
、
「
奉
天
官
地
清
丈
局
」
、
「
盛
京
内
務
府
」
、
「
奉

天
省
財
政
府
鵬
」
、
「
奉
天
省
長
公
箸
」
な
ど
の
全
宗
に
関
係
す
る
史
料
が
数
多

く
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
清
末
以
降
の
土
地
問
題
を
考
察
し
て
い
く

際
、
基
本
的
な
史
料
と
し
て
、
「
奉
天
官
地
清
丈
局
全
宗
」
を
嬰
け
る
こ
と
が

で
き
る
。
官
地
清
丈
局
は
辛
亥
革
命
後
の
一
九
一
四
年
に
設
立
さ
れ
、
一
九
一一一

0
年
代
ま
で
上
に
記
し
た
よ
う
な
宮
地
の
整
理
、
そ
の
梯
い
下
げ
を
貧
際
に
行
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っ
た
機
関
で
あ
る
。
こ
の
官
地
清
丈
局
関
係
の
楢
案
史
料
を
分
析
す
る
こ
と
に

よ
り
、
二

O
世
紀
初
頭
以
降
、
奉
天
の
地
で
進
め
ら
れ
た
官
地
の
民
有
地
化
の

寅
際
の
過
程
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
ど
の
よ
う
な
問
題
が
存
在
し

た
の
か
を
具
値
的
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
期
待
で
き
よ
う
。
こ
う
し
た
理
由

か
ら
、
筆
者
が
最
初
に
閲
覧
を
試
み
た
史
料
は
こ
の
「
奉
天
官
地
清
丈
局
全

申
歪
で
あ
っ
た
。

宮
地
清
丈
局
関
係
の
槍
案
史
料
は
満
洲
園
時
代
の
奮
記
整
理
庭
に
よ
っ
て
蒐

集
・
整
理
さ
れ
、
そ
の
後
、
遼
寧
省
稽
案
館
に
所
蔵
さ
れ
、
現
在
に
至
っ
て
い

る
。
か

つ
て
、
満
洲
園
政
府
は
中
央
、
地
方
の
各
官
街
、
地
方
自
治
圏
慢
が
所

寂
し
て
い
た
大
量
の
奮
政
権
時
代
の
文
書
類
を
奉
天
に
設
け
た
奮
記
整
理
庭
に

一高各以上の楢案より構成される遼君事省楢

案館所蔵の全宗
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迭
ら
せ
、
そ
の
整
理
を
進
め
て
い
た
。
満
洲
園
政
府
は
こ
の
地
域
の
支
配
を
確

立
し
て
い
く
た
め
に
、
こ
れ
ら
嘗
政
権
時
代
の
楢
案
史
料
か
ら
貴
重
な
情
報
が

得
ら
れ
る
と
期
待
し
た
の
で
あ
る
。
官
地
清
丈
局
の
槍
案
も
そ
う
し
た
経
緯
に

よ
り
蒐
集
さ
れ
た
文
書
類
で
あ
っ
た
。

「
奉
天
官
地
清
丈
局
全
宗
」
は
九
四

O
一
各
の
史
料
か
ら
な
る
。
筆
者
は
、

こ
の
う
ち
、
約
三
十
数
巻
程
の
史
料
に
目
を
通
し
た
。
史
料
は
一
容
ご
と
に
大

型
の
封
筒
の
中
に
納
め
ら
れ
て
お
り
、
程
度
の
差
は
あ
る
も
の
の
、
そ
の

一

巻
、
一
巻
が
相
嘗
の
分
量
か
ら
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
官
地
清
丈
局
の

指
案
史
料
を
讃
み
進
め
、
そ
の
全
種
像
を
捉
え
て
い
く
た
め
に
は
相
嘗
な
時
間

と
品
目
カ
を
費
す
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
こ
の
「
奉
天
官
地
清
丈
局

全宗名祷 |年 代 |鶏数量

盛京内務府 乾隆7一民園14 48452 

東三省堕運使署 光緒30一民園20 20801 

奉天省長公署 光緒32一民園20 33539 

奉天省財政聴 光絡26一民園20 171388 

奉天徳商曾 光絡32一民園20 10843 

熱河省長公署 民図3一民図21 33838 

熱河省財政膜 光緒32一民園21 17678 

熱河省高等検察廃 宣統3一民園21 15996 

新民豚公署 光絡32一民園20 13467 

輿京豚公署 道光9一民園20 48221 

本渓豚公署 光緒34一民園20 18950 

安東地方検察廓 宣統元一民園20 19791 

恩減車系公署 光緒32一民園20 27989 

寛旬豚公署 光緒28一民園20 16586 

紬桜庭法院 光緒22一民園20 12363 

海城県高公署 光緒32一民園20 32458 

海域医法院 光緒27一民園20 10503 

蓋卒豚公署 光緒22一民園20 126871 

復 県系 ~ 署 光緒20一民園20 44088 

黒山県芸公署 光緒34一民園20 17655 

錦 車系 ~ 、' 署 威豊7一民園20 33235 

緩中豚公署 宣統元一民園20 14344 

彰武豚公署 光緒34 民園20 12639 

銭嶺豚公署 光緒32一民園20 18177 

関原蘇公署 光絡32一民園20 11295 

西堕区法院 光緒34一民園20 11135 

昌園鯨公署 光緒17一民園21 13175 

南浦洲餓道株式禽祉 1907-1944 13815 

表 1

遼寧省楢案舘編「遼寧省槍案舘指南.!l (中園楢案出

版位， 1994年)484-517頁1"館蔵楢案全宗名崩」

より作成。
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全
宗
」
に
は
和
聞
記
整
理
院
の
時
代
に
作
成
さ
れ
た
目
録
が
あ
る
。
こ
の
『
官
地

清
丈
局
檎
案
目
録
』
(
二
崩
か
ら
な
る
〉
は
各
史
料
に
一
か
ら
九
四

O
一
ま
で

の
登
録
番
貌
を
付
し
、
そ
の
内
容
を
示
す
標
題
を
「
件
名
」
の
欄
に
記
し
て
い

る。

ま
た
、
「
原
存
機
闘
」
と
い
う
欄
が
設
け
ら
れ
、
こ
こ
に
は
そ
れ
ら
史
料

を
元
々
所
磁
し
て
い
た
機
関
、
例
え
ば
、
「
奉
天
官
地
清
丈
局
」
、
あ
る
い
は
、

そ
の
一
部
門
、
下
部
機
関
で
あ
っ
た
「
奉
天
屯
墾
務
局
L

「
西
路
丈
放
事
務

局
」
と
い
っ
た
名
稽
が
記
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
「
年
代
」
と
い
う
欄
が
設

け
ら
れ
、
こ
こ
に
は
各
史
料
の
作
成
時
期
が
脅
か
れ
て
い
る
。
各
稿
集
が
作
成

さ
れ
た
年
代
は
民
園
二
(
一
九
二
三
年
か
ら
同
一
九
(
一
九
三

O
)
年
ま
で

の
も
の
が
多
い
が
、
随
紋
地
、
伍
回
と
い
っ
た
八
旗
官
丘
(
の
職
田
を
排
い
下
げ

た
奉
天
屯
墾
総
局
の
檎
案
に
つ
い
て
は
宣
統
三
(
一
九
一
一
)
年
の
も
の
が
多

B
U
 清

末
、
さ
ら
に
、
辛
亥
革
命
以
降
、
奉
天
の
地
で
進
め
ら
れ
た
官
地
の
挑
い

下
げ
事
業
は
非
常
に
大
規
模
な
も
の
で
あ
り
、
『
目
録
』
の

「
件
名
」
に
記
さ

れ
て
い
る
内
容
も
感
京
内
務
府
、
同
戸
部
等
の
各
種
官
荘
、
各
王
公
府
の
妊

園
、
三
陵
所
属
地
、
荒
地
の
排
い
下
げ
に
つ
い
て
の
個
々
の
事
例
の
報
告
、
各

地
域
・
地
目
ご
と
の
官
地
の
排
い
下
げ
の
進
行
紋
況
や
そ
の
結
果
、
丈
放
事
務

の
人
事
、
組
織
、
務
算
な
ど
と
震
に
多
岐
に
渡
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ

う
し
た
史
料
を
一
各
ず
つ
丹
念
に
讃
み
込
む
こ
と
に
よ
り
、
確
か
に
、
蛍
時
の

官
地
の
民
有
地
化
の
賞
態
が
か
な
り
の
程
度
具
鐙
的
に
明
ら
か
に
な
る
こ
と
が

期
待
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
の
目
録
を
讃
む
な
か
で
、
筆
者
は
次
の
黙
が
気
に

な
っ
て
き
た
。

ま
ず
、
晶
画
然
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
橋
案
史
料
は
そ
れ
を
所
蔵
し
た
官
街
ご

と
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
官
地
清
丈
局

関
孫
の
槍
案
全
て
が
必
ず
し
も
官
地
清
丈
局
槽
案
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
な

い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
官
地
清
丈
局
の
全
宗
目
録
を
閲
覧
す
る

な
か
で
、
後
述
の
三
陵
所
属
地
、
盛
京
戸
部
官
妊
関
係
の
史
料
が
比
較
的
少
な

い
こ
と
に
気
づ
い
た
。
民
園
初
期
、
こ
れ
ら
の
土
地
花
つ
い
て
は
様
々
な
係
争

が
存
在
し
て
い
た
だ
け
に
、
こ
の
事
は
意
外
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
分
か
っ
た
こ

と
は
、
か
な
り
の
査
の
官
地
清
丈
局
関
係
の
槌
案
が

「
奉
天
省
長
公
署
全
宗
」

と
し
て
保
存
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
嘗
時
、
官
地
清
丈
局
で

は
庭
理
し
き
れ
な
い
問
題
、
特
に
、
政
治
的
剣
断
を
必
要
と
す
る
よ
う
な
案
件

は
宮
地
清
丈
局
か
ら
、
上
級
機
関
で
あ
る
奉
天
省
公
暑
の
方
に
途
ら
れ
、
奉
天

省
長
公
暑
の
楢
案
と
し
て
蕗
理
、
保
存
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ

て
、
土
地
問
題
を
考
察
す
る
場
合
に
は
、
「
奉
天
官
地
清
丈
局
全
宗
」
の
み
な

ら
ず
、
「
奉
天
省
長
公
署
全
宗
」
な
ど
も
同
時
に
調
査
す
る
必
要
が
あ
る
。
む

し
ろ
、

蛍
時
の
政
治
と
直
接
に
関
わ
る
土
地
問
題
な
ど
に
つ
い
て
は
、
奉
天
省

長
公
箸
の
全
宗
を
優
先
的
に
閲
覧
す
る
方
が
数
率
的
か
も
し
れ
な
い
。
こ
う
し

た
こ
と
は
、
土
地
に
闘
す
る
場
合
だ
け
で
な
く
、
他
の
問
題
に
つ
い
て
も
言
え

そ
う
で
あ
る
。

「
奉
天
省
長
公
署
全
宗
」
は
三
三
五
五
九
巻
か
ら
な
る
膨
大
な
全
宗
で
あ

る
。
そ
の
楢
案
の
多
く
は
光
絡
三
二
年
か
ら
民
園
二

O
年
(
一
九

O
六
|
一

九
三
一
)
に
か
け
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
「
光
緒
新
政
」
の
進
む
な

か
で
、
光
緒
三
二
年
、
そ
れ
ま
で
の
軍
政
を
中
心
と
す
る
東
三
省
の
支
配
機
構

は
他
の
中
圏
各
省
と
同
様
な
民
政
に
改
め
ら
れ
、
盛
京
将
軍
に
代
わ
っ
て
東
三

省
総
督
が
こ
の
地
に
配
置
さ
れ
た
。
『
遼
寧
省
楢
案
舘
指
南
』
に
よ
れ
ば
、

「
奉
天
省
長
公
署
楢
案
」
は
こ
の
清
末
期
か
ら
九
・
一
八
事
件
ま
で
の
時
期

の
、
例
え
ば
、
こ
の
地
域
の
人
民
の
反
封
建

・
反
帯
園
主
義
闘
争
、
日
本
を
中

心
と
す
る
帯
園
主
義
の
侵
略
と
蛍
時
の
園
際
関
係
、
奉
系
軍
閥
、
鎖
山
資
源
、

工
業
、
土
地
制
度
、
自
然
災
害
な
ど
に
関
す
る
重
要
な
楢
案
史
料
か
ら
構
成
さ

-176ー
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れ
て
い
る
。
恐
ら
く
、
こ
の
全
宗
も
満
洲
園
の
醤
記
整
理
慮
に
よ
っ
て
蒐
集
・

整
理
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

「
奉
天
省
長
公
署
全
宗
」
の
開
質
に
つ
い
て
も
目
録
が
重
要
に
な
る
。
こ
の

全
宗
に
関
し
て
は
、
筆
者
は
二
種
類
の
目
録
に
接
し
た
。
一
つ
は
、
遼
寧
省
楢

案
館
の
設
立
後
、
比
較
的
早
い
時
期
に
作
成
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の

目
録
で
は
、
各
径
が
「
各
競
ご
か
ら
「
巻
腕
三
三
五
五
九
」
ま
で
数
字
の
順

に
並
べ
ら
れ
、
そ
の
内
容
を
記
し
た
「
案
巻
標
題
」
、
そ
の
作
成
時
期
を
示
す

「
案
各
起
止
日
期
(
清
朝
・
民
園
の
暦
〉
」
、
そ
の
楢
案
を
起
案
し
た
「
立
楢
単

位
」
な
ど
の
欄
か
ら
な
る
。
「
立
楢
車
位
」
に
は
、
奉
天
将
軍
街
門
、
軍
督
部

堂
、
奉
天
行
省
長
署
、
奉
天
巡
按
使
公
署
、
奉
天
省
長
公
暑
な
ど
の
記
載
が
あ

る
。
こ
の
目
録
は
分
類
目
録
で
あ
り
、
例
え
ば
、
「
容
貌
四

O
二
四
」
か
ら

「巻
続
四
七
一
九
」
ま
で
が
「
農
業
類
」
、
「
各
続
四
七
二

O
」
か
ら
「
巻
続

五
七
七
三
」
ま
で
が
「
財
経
類
」
と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
。
も
う
一
つ
の
目
録

は
近
年
に
作
成
さ
れ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
も
分
類
目
録
で
あ
り
、
こ

こ
で
は
各
分
類
項
目
ご
と
に
、
様
々
な
「
巻
鋭
」
を
持
っ
た
楢
案
の
「
番
貌
」

「
案
巻
標
題
」
「
案
巻
起
止
日
期
(
西
暦
)
」
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
目
録

の
場
合
、

「
立
楢
皐
位
」
の
記
載
は
な
い
。

こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
分
類
目
録
の
場
合
、
目
指
す
楢
案
が
ど
の
項
目

に
分
類
さ
れ
て
い
る
の
か
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
こ
と
で
あ
る
。
例
え

ば
、
土
地
問
題
な
ど
の
場
合
、
農
業
類
、
財
経
類
、
総
合
類
な
ど
に
分
類
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
多
い
が
、
こ
れ
は
、
あ
く
ま
で
も
筆
者
が
あ
る
程
度
の
分
量
の

案
径
を
閲
覧
し
た
後
に
得
た
知
識
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
目
録
の
「
案
巻
標
題
」

に
あ
る
簡
単
な
記
述
か
ら
、
そ
の
楢
案
に
記
さ
れ
た
詳
細
な
内
容
を
的
確
に
務

想
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
特
に
「
奉
天
省
長
公
署
全
宗
」
な
ど
の
場
合
、
目
録

の
分
量
そ
の
も
の
が
膨
大
で
あ
り
、
限
ら
れ
た
時
閲
の
な
か
で
、
自
己
の
研
究

課
題
と
直
結
す
る
捲
案
史
料
を
見
い
だ
す
こ
と
は
必
ず
し
も
容
易
で
な
い
。

上
述
の
よ
う
に
、
「
分
類
目
録
」
か
ら
関
係
す
る
構
案
を
探
し
だ
す
と
い

う
、
時
間
の
か
か
る
作
業
を
綬
け
る
な
か
で
、
筆
者
が
利
用
し
た
檎
案
史
料
の

多
く
は
、
結
局
、
こ
の
「
奉
天
省
長
公
署
全
宗
」
の
な
か
に
見
い
だ
す
こ
と
が

で
き
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
「
奉
天
官
地
溝
丈
局
全
宗
」
が
主
に
、
官
地
の
排
い

下
げ
に
関
す
る
一
般
的
な
業
務
記
録
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た
の
に
射
し
、
「
奉

天
省
長
公
署
全
宗
」
に
は
梯
い
下
げ
を
め
ぐ
る
様
々
な
係
争
の
記
録
が
含
ま
れ

て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
係
争
の
記
録
の
な
か
に
こ
そ
、
蛍
時
の
土
地

問
題
の
本
質
を
探
る
手
掛
か
り
が
存
在
し
て
い
た
。
筆
者
が
着
目
す
る
奉
天
の

大
地
主
と
言
わ
れ
た
張
家
の
土
地
支
配
の
一
端
を
示
す
史
料
も
、
こ
う
し
た
係

争
の
記
録
と
し
て
残
さ
れ
て
い
た
。

張
家
の
土
地
支
配
に
関
す
る
楢
案
史
料

-177ー

ー
、
張
家
の
人
々
と
そ
の
歴
史

槍
案
史
料
に
つ
い
て
論
じ
る
前
に
、
ま
ず
、
筆
者
が
な
ぜ
張
家
の
歴
史
に
着

目
し
た
か
に
つ
い
て
説
明
し
た
い
。
張
家
は
か
つ
て
奉
天
に
お
け
る
最
大
の
地

主
の
一
人
と
言
わ
れ
、
清
末
以
降
、
こ
の
地
域
の
革
命
娠
の
指
導
者
で
あ
っ
た

張
格
(
張
煉
熔
〉
、
ま
た
、
日
本
の
陸
軍
士
官
皐
校
を
卒
業
し
、
張
作
寡
・
張

曲
家
良
政
権
、
満
洲
園
の
高
官
で
あ
っ
た
張
崎
県
相
(
張
熔
の
従
弟
〉
と
い
っ
た
人

物
を
輩
出
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
張
家
は
、
元
々
、
後
述
す
る
三

陵
街
門
に
所
属
し
た
漢
軍
旗
人
の
家
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
筆
者
は
こ
の
張
家

の
歴
史
を
探
る
こ
と
で
、
奉
天
に
お
け
る
官
地
の
民
有
地
化
、
そ
の
な
か
で
の

地
主
層
の
撞
頭
と
い
う
問
題
に
接
近
で
き
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

上
記
の
よ
う
な
研
究
関
心
を
持
ち
、
遼
寧
省
捲
案
館
を
訪
問
し
た

と
し
て
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も
、
張
家
に
関
係
す
る
捲
案
史
料
の
考
察
が
直
ち
に
可
能
と
な
る
わ
け
で
は
な

い
。
前
述
の
よ
う
に
、
檎
案
館
に
所
磁
さ
れ
て
い
る
各
全
宗
の
目
録
を
検
索
し

た
と
し
て
も
、
そ
の
件
名
欄
に
あ
る
簡
皐
な
内
容
の
記
述
か
ら
、
あ
る
特
定
の

家
の
土
地
支
配
に
関
わ
る
史
料
を
見
つ
け
出
す
こ
と
は
決
し
て
容
易
で
な
い
。

筆
者
の
場
合
も
、
ま
ず
、
文
史
一
資
料
、
あ
る
い
は
関
連
す
る
二
次
史
料
を
韻
む

な
か
で
、
関
係
す
る
楢
案
史
料
を
探
し
出
す
手
掛
か
り
と
な
る
よ
う
な
語
集
を

抽
出
し
て
い
っ
た
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
、
筆
者
が
張
家
の
土
地
支
配
に
つ
い

て
、
ま
ず
、
ど
の
よ
う
な
作
業
仮
設
を
た
て
た
の
か
、
そ
し
て
、
ど
の
よ
う
な

方
法
で
槍
案
史
料
に
迫
っ
て
い
っ
た
の
か
と
い
う
黙
に
問
題
を
絞
っ
て
説
明
を

し
た
い
。

張
家
の
歴
史
を
考
察
す
る
際
、
秦
誠
至
「
辛
亥
革
命
輿
張
熔
」
と
い
う
文
章

が
貴
重
な
情
報
を
輿
え
て
く
れ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
文
史
資
料
」
で
あ
る

『
辛
亥

革
命
回
憶
録
」
の
な
か
に
牧
め
ら
れ
た
こ
の
文
一
章
に
は
、
革
命
家
と
し
て
の
張

熔
の
足
跡
だ
け
で
な
く
、
か
れ
の
生
家
に
つ
い
て
も
か
な
り
詳
し
い
記
述
が
あ

る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
二

O
世
紀
初
頭
、
中
園
で
は
立
憲
政
治
の
確
立
を
求
め

る
運
動
が
高
揚
し
、
清
朝
は
五
人
の
態
政
考
察
出
洋
大
臣
を
欧
米
に
源
遣
し
、

各
園
の
立
憲
政
治
の
内
容
を
調
査
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
一
九

O
五
年
九
月
、
こ

の
憲
政
考
察
出
洋
大
臣
が
北
京
騨
を
出
援
し
よ
う
と
し
た
時
、
奥
槌
と
い
う
人

物
が
こ
の
使
節
の
爆
殺
を
困
っ
た
。
こ
の
暗
殺
計
蜜
は
失
敗
し
、
奥
槌
は
爆
死

す
る
。
こ
の
奥
継
の
行
震
は
、
嘗
時
、
同
盟
舎
な
ど
を
中
心
と
す
る
革
命
振
に

よ
り
大
き
く
稽
賛
さ
れ
た
。
こ
の
奥
織
の
共
犯
こ
そ
、
奉
天
屈
指
の
名
家
と
言

わ
れ
た
張
家
の
息
子
、
張
格
で
あ
っ
た
。
蛍
時
、
張
熔
は
勉
血
中
の
た
め
に
北
京

に
出
て
い
た
と
い
う
。
張
絡
は
清
期
日
慾
に
よ
り
捕
ら
え
ら
れ
た
も
の
の
庭
刑

を
副
知
れ
、
天
津
刑
務
所
に
牧
監
さ
れ
た
。
不
思
議
な
こ
と
に
、
そ
の
後
、
か
れ

は
脱
獄
に
成
功
し
、
日
本
に
逃
亡
し
た
。
こ
う
し
た
事
情
の
背
景
に
は
、
張
家

が
多
額
の
賄
賂
を
嘗
時
の
寅
力
者
で
あ
っ
た
官
官
の
李
蓮
英
に
贈
り
、
こ
の
李

蓮
英
の
口
添
え
に
よ
り
、
西
太
后
が
張
熔
の
助
命
を
指
示
し
た
こ
と
が
あ
っ
た

と
い
う
。
東
京
で
同
盟
舎
と
の
関
孫
を
深
め
た
張
熔
は
、
辛
亥
革
命
直
前
、
奉

天
に
戻
っ
た
。
反
清
運
動
の
「
英
雄
」
と
し
て
故
郷
に
迎
え
ら
れ
た
張
熔
は
こ

の
地
の
同
盟
曾
幹
部
と
し
て
革
命
を
指
導
し
た
。
し
か
し
、
一
九
一
一
一
年

一

月
、
奉
天
に
お
け
る
革
命
運
動
が
高
揚
す
る
な
か
で
、
張
熔
は
張
作
森
の
配
下

に
よ
り
暗
殺
さ
れ
た
。

秦
誠
至
の
文
章
の
な
か
で
特
に
注
目
し
た
い
黙
の
一
つ
は
、
張
家
が
、
代

々
、
清
朝
の
三
陵
に
所
属
す
る
官
員
の
家
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
三
陵
と
は

ヌ
ル
ハ
チ
〈
太
租
)
の
租
先
、
ヌ
ル
ハ
チ
自
身
、
ホ
ン
タ
イ
ジ
(
太
宗
)
を
杷

る
永
陵
、
一
幅
陵
、
昭
陵
を
指
す
。
永
陵
は
現
在
の
撫
順
市
東
方
の
新
讃
脈
、
一
踊

陵
、
昭
陵
は
瀦
陽
市
近
郊
に
位
置
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
張
家
は
こ
れ
ら
清
朝

の
陵
墓
を
管
理
す
る
家
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
清
朝
の
時
代
、
そ
の
皇
室
租

先
が
生
ま
れ
た
と
さ
れ
る
長
白
山
(
現
在
の
吉
林
省
と
朝
鮮
と
の
聞
に
位
置
す

る
)
か
ら
吉
林
省
東
南
部
を
通
り
、
奉
天
近
郊
の
昭
陵
に
い
た
る
ま
で
、

E
大

な
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
で
あ
る
「
龍
気
」
の
遁
う
道
筋
、
か
走
っ
て
い
る
と
考
え
ら

れ
て
い
た
。
こ
の
龍
気
は
清
朝
を
支
え
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
あ
り
、
こ
の
龍
気
の

道
筋
が
「
龍
脈
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
こ
の
龍
脈
は
庚
大
な
面
積
か
ら
な
る
静

肢
の
地
域
で
あ
り
、
清
朝
に
よ
り
手
厚
く
保
護
さ
れ
て
い
た
。
そ
こ
に
は
各
種

の
=
一
陵
所
属
地
、
封
禁
地
が
設
け
ら
れ
、
一
般
人
民
が
そ
こ
に
立
ち
入
り
、
狩

獄
、
耕
作
な
ど
を
行
う
こ
と
は
固
く
禁
じ
ら
れ
て
い
た
。

三
陵
街
門
は
上
記
の

三
陵
そ
の
も
の
怒
り
で
な
く
、
こ
う
し
た
龍
一
版
、
各
種
封
禁
地
の
管
理
を
そ
の

任
務
と
し
て
い
た
。
こ
の
三
陵
街
門
の
な
か
で
、
張
家
は
か
な
り
の
地
位
に
あ

っ
た
ら
し
い
。
張
格
の
姉
で
あ
る
張
桂
(
本
名
は
張
燥
桂
)
が
三
陵
四
品
官
を

代
々
務
め
て
い
た
王
家
の
息
子
、
王
世
棋
と
結
婚
し
て
い
た
こ
と
も
、
こ
の
張
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家
が
三
陵
街
門
の
な
か
で
相
蛍
高
い
地
位
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ

の
四
品
官
は
三
陵
に
所
属
す
る
膨
大
な
土
地
・
財
産
を
管
理
す
る
大
官
で
あ
っ

た
。
筆
者
も
「
奉
天
省
長
公
署
全
宗
」
に
枚
め
ら
れ
て
い
る
「
旗
務
庭
造
迭
旗

職
人
負
膝
行
編
列
緒
紳
名
車
宣
統
元
年
」

(
案
傘
番
銃
一

O
五
三
〉
批
)
い
う

楢
案
の
な
か
に
、
「
一
踊
陵
世
襲
四
品
官
世
族
」
と
い
う
記
述
を
確
認
し
た
。
三

陵
の
財
産
を
管
理
し
た
官
職
が
世
襲
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
の
持
つ
意
味
は
重

要
で
あ
る
。
張
絡
の
父
で
あ
る
張
欽
善
も
庚
寧
府
で
三
陵
倉
官
の
職
に
あ
り
、

そ
の
傍
ら
、
通
化
、
新
演
、
撫
順
な
ど
の
地
で
燐
鍋
(
醸
造
業
〉
、
糧
桟
(
穀

物
問
屋
〉
な
ど
を
経
管
し
て
い
た
と
い
う
。

秦
誠
至
の
設
明
に
よ
れ
ば
、
張
家
は
西
幽
旦鯨
に
約
一
高
九
千
二
百
畝
、
奉
天

城
の
近
郊
に
も
約

一
寓
畝
と
い
う
庚
大
な
土
地
を
有
し
て
い
た
。
ま
た
、
一
九

二
八
年
に
行
わ
れ
た
天
野
元
之
助
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
骨
同
時
、
東
省
特
別
医
長

官
で
あ
っ
た
張
燥
相
は
撫
順
に
約
一
高
二
千
畝
、
吉
林
省
機
旬
燃
に
約
二
千
畝

の
土
地
を
有
し
て
い
た
と
い
一
初
張
作
森
政
権
時
代
の
奉
天
政
治
に
詳
し
か
っ

た
園
田
一
範
は
、
張
家
を
奉
天
屈
指
の

「富
豪
」

「
素
封
家
」
と
呼
ん
で
い

い仙
ド
こ
こ
で
注
目
し
た
い
黙
は
、
こ
う
し
た
張
家
の
所
有
地
が
展
開
し
て
い
た

奉
天
、
撫
順
、
西
盟
、
輿
京
、
倖
旬
な
ど
の
地
域
は
、
上
述
の
龍
服
の
上
に
あ

っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
一
つ
の
俵
説
、
あ
る
い
は
、
見
通
し
の
よ
う
な

も
の
が
成
立
す
る
。
つ
ま
り
、
張
家
は
か
つ
て
一一
一
陵
の
官
員
と
し
て
、
自
ら
が

管
理
し
て
い
た
三
陵
の
所
属
地
、
各
種
封
禁
地
な
ど
の

一
部
を
、
そ
の
梯
い
下

げ
の
機
禽
に
乗
じ
て
、
自
ら
の
も
の
と
し
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
清
末
以
降
、
奉
天
屈
指
の
大
地
主
と
し
て
成
長
し
た
張
家
の
所

有
し
た
土
地
は
、
元
々
、
清
朝
の
家
産
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
清
朝
皇
室

が
政
治
権
力
を
失
う
な
か
で
、
辛
亥
革
命
後
、
か
つ
て
そ
の
家
産
を
管
理
し
て

い
た
官
員
た
ち
は
清
朝
の
土
地
財
産
を
解
鐙
し
、
そ
の
一
部
を
自
ら
の
経
済
基

盤
と
し
な
が
ら
、
政
治
的
な
鐘
頭
を
遂
げ
て
い
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

2
、
橋
案
史
料
へ
の
接
近
の
た
め
の
二
次
史
料
利
用

以
上
の
よ
う
な
仮
設
を
た
て
た
こ
と
に
よ
り
、
筆
者
は
遼
寧
省
楢
案
館
の
所

蔵
史
料
か
ら
張
家
の
土
地
支
配
の
歴
史
を
示
す
文
書
ー
を
捜
し
出
す
こ
と
を
目
指

し
た
。
し
か
し
、
そ
こ
に
は
次
の
よ
う
な
問
題
が
存
在
し
た
。
ま
ず
、
「
奉
天

官
地
清
丈
局
全
宗
」

「奉
天
省
長
公
署
全
宗
」
「
八
旗
地
畝
加
」
な
ど
の
目
録
に

あ
る

「件
名
」

「案
巻
標
題
」
の
欄
に
あ
る
記
述
は
極
め
て
簡
潔
で
あ
り
、
そ

こ
に
は
、
官
地
の
梯
い
下
げ
を
受
け
た
個
々
の
人
物
の
名
前
な
ど
は
記
さ
れ
て

い
な
い
。
つ
ま
り
、
関
係
す
る
全
宗
の
「
目
録
」
か
ら
直
接
に
張
家
に
関
わ
る

楢
案
を
見
つ
け
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
筆
者
は

「件
名
」
「
案
巻

標
題
」
の
な
か
に
一
万
さ
れ
て
い
る
、
各
官
地
の
梯
い
下
げ
が
行
わ
れ
た
地
域
名

に
着
目
し
、
張
家
の
経
済
基
盤
が
あ
っ
た
と
言
わ
れ
る
撫
順
、
西
盤
、
樺
旬
な

ど
の
土
地
の
梯
い
下
げ
に
関
係
す
る
楢
案
の
閲
覧
を
試
み
た
。
そ
こ
で
も
、
次

の
よ
う
な
問
題
に
直
面
し
た
。
ま
ず
、
賞
然
な
が
ら
、
閲
覧
す
る
べ
き
楢
案
の

数
が
あ
ま
り
に
も
多
く
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
限
ら
れ
た
時

間
の
な
か
で
は
、
閲
覧
で
き
る
檎
案
の
数
に
も
限
り
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
張
と

い
う
姓
は
あ
ま
り
に
一
般
的
で
あ
り
、
張
と
い
う
姓
を
持
つ
者
が
官
地
の
梯
い

下
げ
を
受
け
た
記
録
も
存
在
し
た
が
、
そ
れ
ら
の
人
物
と
本
稿
が
論
じ
る
張
家

と
の
関
わ
り
を
確
認
す
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
。
ま
た
、
筆
者
が
早
い
時
期

に
閲
覧
し
て
い
た
「
奉
天
宮
地
清
丈
局
全
宗
」
「
八
旗
地
畝
崩
」
な
ど
の
な
か

に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
、
官
地
の
排
い
下
げ
に
関
す
る
一
般
的
な
記
録
に
は
、

細
か
な
地
片
の
梯
い
下
げ
に
つ
い
て
の
も
の
が
多
く
、
そ
こ
に
、
官
地
の
解
佳

か
ら
大
地
主
が
生
ま
れ
て
く
る
経
緯
を
直
接
一示
す
よ
う
な
史
料
を
見
い
だ
す
こ

と
は
難
し
か
っ
た
。
た
ま
た
ま
、
庚
い
面
積
の
土
地
の
梯
い
下
げ
記
録
が
あ
っ
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た
場
合
に
も
、
そ
の
排
い
下
げ
を
受
け
た
者
の
名
前
は
個
人
名
で
な
く
、
例
え

ば
、
「
想
龍
山
公
舎
」
と
い
っ
た
図
盟
名
で
-
記
さ
れ
て
お
り
、
質
際
に
、
誰
が

そ
の
官
地
の
梯
い
下
げ
を
受
け
た
か
が
分
か
ら
な
い
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
蛍

然
な
が
ら
、
奉
天
の
在
地
有
力
者
た
ち
は
自
ら
の
土
地
財
産
の
形
成
に
関
し

て
、
そ
の
記
録
を
容
易
に
残
す
よ
う
な
こ
と
は
し
て
い
な
か
っ
た
。

こ
う
し
た
問
題
に
直
面
す
る
な
か
で
、
そ
の
後
、
次
に
示
す
日
本
語
の
文

献
・
史
料
な
ど
が
張
家
の
土
地
支
配
に
つ
い
て
有
力
な
手
掛
か
り
を
輿
え
て
く

れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

①
『
満
洲
替
慣
調
査
報
告
書
』
に
あ
る
昭
陵
客
室
官
旬
地
に
関
す
る
記
述

南
浦
洲
餓
道
株
式
含
祉
の
編
纂
し
た
『
満
洲
沓
憤
調
査
報
告
書
』
は
中
園
東

北
地
域
に
謝
す
る
日
本
の
支
配
を
確
立
す
る
う
え
で
必
要
な
、
土
地
に
関
す
る

情
報
を
ま
と
め
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
二

O
世
紀
初
頭
の
中
園
東
北
、
つ

ま
り
、
首
時
の
満
洲
の
土
地
制
度
、
慣
習
に
つ
い
て
か
な
り
詳
細
な
研
究
を
行

っ
て
い
る
。
報
告
書
は
『
一
般
民
地
』
『
内
務
府
官
妊
』
『
皇
産
』
『
典
ノ
慣

習」

『
租
ノ
慣
習
』
『
押
/
慣
習
』
と
い
っ
た
一
連
の
個
別
テ
l
マ
の
研
究
か

ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
天
海
謙
三
郎
の
ま
と
め
た
『
皇
産
』
と
い

う
部
分
の
一
加
が
本
稿
の
-
課
題
と
深
く
関
わ
っ
て
き
た
。

辛
亥
革
命
後
、
民
園
政
府
が
清
朝
皇
室
に
輿
え
た
優
待
係
件
に
よ
り
、
清
朝

皇
室
の
「
家
産
」
と
み
な
さ
れ
た
土
地
の
権
利
は
、
そ
の
ま
ま
清
朝
皇
室
に
蹄

属
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
。
こ
う
し
た
土
地
は
「
皇
産
」
と
総
担
附
さ
れ
た
。

具
般
的
に
は
、
清
朝
の
宮
廷
・
陵
疲
の
用
度
に
供
さ
れ
て
き
た
盛
京
内
務
府
官

荘
、
盛
京
戸
部
官
荘
、
盛
京
碓
部
官
妊
な
ど
の
各
種
官
荘
地
、
三
陵
所
属
地
、

各
種
封
禁
地
な
ど
が
皇
産
と
み
な
さ
れ
た
。
す
で
に
説
明
し
た
よ
う
に
、
奮
奉

天
省
の
各
地
に
は
こ
う
し
た
皇
産
が
庚
く
展
開
し
て
い
た
。
『
満
洲
葎
慣
調
査

報
告
書
皇
産
』
は
こ
う
し
た
皇
産
と
さ
れ
た
土
地
の
制
度
・
歴
史
を
概
観
し

た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
報
告
書
の
第
五
章
「
三
陵
所
属
官
地
」
は
、
そ
の
題
名

の
通
り
、
一
一
一
陵
に
所
属
し
た
土
地
の
沿
革
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
い
笠
者
が

着
目
し
た
部
分
は
こ
の
第
五
章
の
第
二
節
「
客
柴
官
旬
地
」
で
あ
っ
た
。

こ
こ
で
焦
貼
と
な
る
昭
陵
の
客
柴
官
旬
地
は
、
元
々
、
昭
陵
の
甑
瓦
を
製
造

す
る
た
め
の
柴
薪
・
客
土
を
採
取
し
、
客
場
を
設
置
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
て

い
た
。
こ
の
土
地
は
奉
天
城
の
西
側
に
展
開
し
、
そ
の
面
積
は
三
世
間
畝
以
上
に

も
な
っ
た
。
道
光
年
開
以
来
、
こ
の
土
地
は
三
陵
官
員
・
壮
丁
に
よ
っ
て
占
有

さ
れ
、
か
れ
ら
は
三
陵
街
門
に
一
定
の
租
を
納
入
し
て
い
た
。
そ
し
て
清
末
時

ま
で
に
、
こ
の
客
柴
官
旬
地
の
上
に
は
三
陵
官
員
・
妊
丁
の
強
い
占
有
権
が
確

立
し
て
い
た
。
『
皇
産
』
の
本
文
は
こ
う
し
た
客
仰
木
官
旬
地
の
制
度
・
歴
史
を

説
明
し
、
「
参
照
」
の
部
で
そ
の
論
援
と
な
っ
た
史
料
を
指
示
し
て
い
る
。
筆

者
は
そ
の
な
か
で
「
参
照
七
十
」
と
あ
る
史
料
に
着
目
し
た
。
そ
こ
に
は
「
旗

地
清
査
ノ
際
昭
陵
/
客
柴
官
旬
地
ヲ
承
種
ス
ル
千
丁
一
一
夜
給
シ
タ
ル
照
嬢
(
小

作
権
確
認
詮
)
」
と
い
う
読
明
が
あ
る
。
こ
の
史
料
は
黒
林
子
と
い
う
集
落
の

附
近
に
展
開
し
て
い
た
約
六
五

O
畝
の
昭
陵
客
柴
官
旬
地
の
土
地
の
占
有
権

(
小
作
権
)
を
、
あ
る
人
物
に
劃
し
て
確
認
し
て
い
る
謹
書
〈
宣
統
三
年
一
二

月
初
二
日
附
)
で
あ
る
。
筆
者
は
、
そ
の
人
物
が
張
燥
栢
と
い
う
名
前
を
有
し

て
い
る
こ
と
に
興
味
を
も
っ
た
。
そ
こ
に
「
燦
」
と
い
う
字
が
あ
る
こ
と
か

ら
、
筆
者
は
こ
の
人
物
を
張
燥
棒
、
張
燥
相
ら
の
同
族
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

こ
の
「
参
照
七
十
」
に
は
出
典
の
説
明
が
な
く
、
し
た
が
っ
て
、
天
海
氏
が
何

慮
で
こ
の
史
料
を
見
た
の
か
は
明
ら
か
で
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
張
家
の
土

地
支
配
に
つ
い
て
の
指
案
史
料
を
考
察
す
る
う
え
で
、
筆
者
は
こ
の
「
客
柴
官

旬
地
」
と
い
う
一請
が
重
要
な
手
掛
か
り
に
な
り
得
る
と
推
、測
し
た
。
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@
榊
原
農
場
に
関
す
る
日
本
語
史
料

も
う
一
つ
の
手
掛
か
り
と
な
る
語
は
意
外
な
経
緯
か
ら
得
る
こ
と
が
で
き

た
。
昭
陵
客
柴
官
旬
地
と
同
じ
く
、
奉
天
市
の
北
側
に
昭
陵
徐
地
と
い
う
昭
陵

の
所
属
地
が
展
開
し
て
い
た
。
こ
の
土
地
は
ホ
ン
タ
イ
ジ
の
陵
療
を
保
護
す
る

た
め
に
設
け
ら
れ
、
そ
の
面
積
は
貧
に
一
四

O
卒
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
を
越
え
る

庚
大
な
も
の
で
あ
っ
た
。
『
満
洲
奮
慣
調
査
報
告
書
皇
産
』
に
よ
れ
ば
、
清

朝
の
時
代
、
昭
陵
を
中
心
に
半
径
約
六
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
地
域
に
一
般
の
人
民

が
立
ち
入
り
、
樹
木
の
伐
採
、
耕
作
な
ど
を
行
う
こ
と
は
固
く
禁
じ
ら
れ
て
い

た
。
こ
れ
が
昭
陵
徐
地
で
あ
る
。
し
か
し
、
寅
際
に
は
、
清
朝
の
末
期
ま
で

に
、
こ
の
土
地
の
か
な
り
の
部
分
は
三
陵
街
門
に
所
属
し
た
旗
丁
・
陵
戸
ら
の

手
に
よ
っ
て
開
墾
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
か
れ
ら
が
一
般
の
農
民
を
佃
戸
と
し

て
招
き
、
そ
の
土
地
を
耕
作
さ
せ
て
い
る
場
合
も
少
な
く
な
か
っ
た
。
辛
亥
革

命
後
、
こ
の
土
地
の
権
利
を
め
ぐ
っ
て
一
つ
の
興
味
深
い
事
件
が
起
こ
っ
て
く

る。
宣
統
一帝
退
位
の
後
、
奉
天
都
督
趨
爾
巽
、
奉
天
臨
買運
使
周
肇
群
ら
を
中
心
と

す
る
数
名
の
奉
天
地
方
政
府
高
官
は
庚
大
な
面
積
の
昭
陵
絵
地
の
存
在
に
目
を

付
け
、
僑
名
を
用
い
て
「
涛
製
農
場
公
司
」
と
い
う
ペ
ー
パ
ー
カ
ン
パ
ニ
ー
を

設
立
し
、
清
朝
皇
室
か
ら
こ
の
土
地
を
借
り
受
け
た
。
趨
爾
巽
ら
は
官
界
に
あ

り
な
が
ら
民
開
人
を
装
い
、
こ
れ
ら
の
土
地
の
権
利
を
清
朝
皇
室
か
ら
奪
い
取

ろ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
奉
天
域
内
を
そ
の
一
部
に
含
ん
だ
こ
の
地
域
の
地
債

は
確
寅
に
値
上
が
り
す
る
こ
と
が
橡
想
さ
れ
、
越
街
巽
ら
は
そ
こ
か
ら
莫
大
な

利
金
を
獲
得
し
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
、
奉
天
政
界
で
質
権
を
掌
握

し
た
張
作
家
が
越
爾
巽
ら
の
行
震
を
捕
獲
し
た
。
そ
こ
で
、
越
爾
巽
ら
は
替
清

朝
皇
室
か
ら
借
り
受
け
て
い
た
昭
陵
絵
地
に
関
す
る
権
利
を
日
本
人
の
榊
原
政

雄
と
い
う
人
物
に
穂
賀
し
た
。
こ
こ
に
、
「
湾
堕
農
場
」
に
代
わ
り
、
「
榊
原

農
場
」
と
い
う
農
場
が
こ
の
庚
大
な
地
に
設
立
さ
れ
た
。
榊
原
の
土
地
権
利
獲

得
の
背
後
に
は
、
日
本
の
瀬
銭
、
関
東
軍
の
資
金
援
助
・
関
奥
が
あ
っ
た
。
し

か
し
、
張
作
祭
政
権
は
こ
の
榊
原
農
場
の
土
地
を
中
薗
側
に
回
枚
す
る
こ
と
を

試
み
、
こ
の
土
地
の
返
還
を
め
ぐ
っ
て
、
欝
湾
盟
農
場
公
司
と
榊
原
農
場
の
隻

方
の
代
理
人
の
聞
で
交
渉
が
綴
い
た
。
交
渉
の
結
果
、
湾
捜
農
場
側
が
榊
原
に

日
本
国
二

O
蔦
園
を
支
梯
う
こ
と
、
ま
た
、
幾
つ
か
の
補
償
燦
件
を
提
示
す
る

こ
と
で
合
意
が
成
立
し
、
榊
原
農
場
の
土
地
権
利
の
大
部
分
は
涛
型
農
場
側
に

戻
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
こ
れ
ら
の
土
地
の
権
利
は
奉
天
省
政
府
の
手
に
移
管
さ

れ
、
そ
の
土
地
は
民
聞
に
梯
い
下
げ
ら
れ
て
い
っ
た
。
な
お
、
こ
の
時
、
一
部

の
土
地
の
租
借
権
は
榊
原
の
手
に
残
り
、
そ
の
問
題
が
後
の
「
榊
原
農
場
事

件
」
と
な
っ
て
い
く
。

筆
者
は
、
た
ま
た
ま
、
こ
の
奮
昭
陵
品
跡
地
の
問
題
に
つ
い
て
記
し
た
「
奉
天

榊
原
農
場
ノ
良
相
原
末
ヲ
陳
情
シ
並
ニ
支
那
官
憲
ノ
不
法
占
嬢
ニ
ヨ
ル
占
有
田

牧
ノ
陳
情
請
願
」
と
い
う
文
章
に
接
す
る
機
禽
を
得
た
。
こ
の
文
章
は
こ
の
土

地
問
題
の
賞
事
者
の
一
人
で
あ
っ
た
榊
原
政
雄
の
代
理
人
、
掛
川
護
士
中
島
忠
利

が
昭
和
四
(
一
九
二
九
〉
年
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
り
、
榊
原
が
か
つ
て
自
分

の
有
し
た
と
さ
れ
る
替
昭
陵
徐
地
の
土
地
に
削
到
す
る
権
利
回
復
を
求
め
た
陳
情

請
顕
で
あ
る
。
筆
者
が
最
初
に
見
た
こ
の
文
章
は
、
中
島
忠
利
が
営
時
の
満
餓

東
京
支
社
庶
務
課
長
小
林
絹
治
に
提
出
し
た
も
の
の
潟
し
で
あ
り
、
戦
後
、
米

園
に
接
枚
さ
れ
、
現
在
は
米
園
議
曾
問
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ

る
。
誇
願
書
と
い
う
性
格
の
た
め
、
こ
の
文
章
は
榊
原
に
と
っ
て
都
合
の
よ
い

事
柄
の
み
を
巷
意
的
に
解
画
押
し
て
記
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
も
の
の
、
そ
こ

に
は
、
昭
陵
徐
地
、
湾
臨
農
場
、
榊
原
農
場
と
辿
っ
た
こ
の
土
地
の
係
争
の
歴

史
が
要
領
よ
く
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
筆
者
は
日
本
の
外
交
史
料
館

に
あ
る
湾
塑
農
場
、
榊
原
農
場
関
係
の
史
料
を
閲
覧
し
、
明
治
末
年
以
降
、
日
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本
の
泊
智
天
線
領
事
が
こ
の
問
題
に
つ
い
て
外
務
省
に
行
つ
た
報
告
な
ど
を
検

詮
し
た
。
そ
こ
に
も
、
蛍
時
の
日
本
総
領
事
館
か
ら
見
た
涛
堕
曲
役
場
、
榊
原
山
政

場
問
題
の
構
図
が
明
瞭
に
記
さ
れ
て
い
る
。

中
島
忠
利
の
「
陳
情
請
願
」
、
日
本
の
外
交
文
書
の
記
述
か
ら
明
ら
か
に
な

っ
た
事
柄
の
な
か
で
、
重
要
な
黙
の
一
つ
は
、
榊
原
農
場
の
返
還
交
渉
の
な
か

で
、
榊
原
農
場
、
涛
堕
農
場
の
代
理
人
を
務
め
た
人
物
の
名
前
が
浮
か
び
上
が

っ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
榊
原
の
代
理
人
は
嘗
時
の
日
本
の
衆
議
院
議
員
で
あ

っ
た
細
梅
三
郎
、
奉
天
一
商
業
界
の
有
力
者
で
あ
る
原
口
問
一
で
あ
っ
た
。
そ
し

て
、
湾
堕
曲
球
場
側
の
代
理
人
こ
そ
、
本
稿
が
取
り
上
げ
て
い
る
張
家
の
息
子
で

あ
る
張
燥
柏
(
張
格
の
兄
〉
で
あ
っ
た
。
「
陳
情
請
願
」
、
こ
れ
ら
外
交
文
書

の
な
か
に
は
、
山
富
時
、
張
燥
柏
が
奮
昭
陵
徐
地
の
土
地
と
耕
作
者
を
在
地
で
支

配
し
て
い
た
人
物
の
一
人
で
あ
り
、
こ
の
交
渉
の
な
か
で
、
そ
の
仲
介
入
と
し

て
、
重
要
な
役
割
を
果
し
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
い
く
つ
か
の
日
本
語
史
料
か
ら
、
「
客
柴
官
旬
地
」
「
昭
陵

絵
地
」
「
涛
盟
農
場
」
「
榊
原
農
場
」
と
い
う
語
が
、
張
家
の
土
地
支
配
の
内

容
を
明
ら
か
に
す
る
う
え
で
重
要
な
手
掛
か
り
と
な
り
得
る
こ
と
を
確
認
し
、

筆
者
は
、
改
め
て
、
遼
寧
省
機
案
館
の
所
綴
史
料
の
調
査
に
着
手
し
た
。

3
、
土
地
関
係
機
案
史
料
の
考
察

①
昭
陵
客
柴
官
旬
地
に
関
す
る
楢
案
史
料

「
昭
陵
客
柴
宮
旬
地
」
と
い
う
語
を
手
掛
か
り
に
遼
寧
省
楢
案
館
の
所
蔵
史

料
を
調
べ
た
と
こ
ろ
、
そ
の
な
か
に
一
巻
の
楢
案
史
料
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で

き
た
。
そ
れ
が
、
「
奉
天
省
長
公
署
全
宗
」
に
あ
る
「
丈
放
三
陵
客
柴
官
旬
地

畝
燭
及
丈
放
章
程
布
告
民
園
五
年
十
月
」
(
巻
続
三
二
七
六
五
〉
と
い
う

史
料
で
あ
石
v

筆
者
は
す
で
に
こ
の
史
料
を
用
い
て
、
昭
陵
客
柴
官
旬
地
の
問

題
に
つ
い
て
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
の
で
、
そ
の
詳
細
は
拙
稿
を
参
照
さ
れ
た

ゆ
や
こ
の
史
料
は
奉
天
督
軍
乗
省
長
張
作
震
の
名
前
で
設
布
さ
れ
た
昭
陵
霊
式

官
旬
地
の
丈
放
に
関
す
る
布
告
(
民
園
五
年
一

O
月
二
四
日
附
)
と
そ
の
土
地

裏
帳
か
ら
な
る
。
布
告
は
縦
一
メ
ー
ト
ル
、
横
五
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
大
き

さ
の
紙
に
記
さ
れ
て
お
り
、
「
前
言
」
に
あ
た
る
文
章
と
二

O
の
篠
文
か
ら
な

る
。
「
前
言
」
は
客
柴
官
旬
地
を
梯
い
下
げ
る
に
い
た
っ
た
経
緯
、
そ
の
目
的

を
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
道
光
八
年
以
降
、
三
陵
街
門
は
客
柴
官
旬

地
の
土
地
を
所
属
す
る
妊
丁
に
設
給
し
、
そ
の
耕
種
を
許
し
、
か
れ
ら
か
ら
一

定
の
租
を
徴
牧
し
て
い
た
。
し
か
し
、
清
末
以
降
、
一
部
の
妊
丁
が
こ
の
土
地

の
権
利
を
、
「
抵
押
」
と
い
う
形
式
を
と
っ
て
、
事
賃
上
、
外
園
人
(
日
本

人
)
に
寅
却
し
て
お
り
、
そ
の
面
積
は
八
千
畝
以
上
に
も
及
ん
で
い
た
。
し
た

が
っ
て
、
奉
天
省
は
客
柴
官
旬
地
の
調
査
、
そ
の
整
理

・
梯
い
下
げ
を
行
い
、

そ
れ
に
よ
り
、
外
園
人
の
こ
の
土
地
に
劃
す
る
権
利
を
排
除
す
る
と
し
て
い

る
。
ま
た
、
こ
れ
に
よ
り
、
客
柴
宮
旬
地
の
排
い
下
げ
を
受
け
る
荘
了
は
土
地

所
有
権
を
、
奮
清
朝
皇
室
は
排
い
下
げ
に
よ
る
地
債
枚
入
を
、
地
方
政
府
は
地

税
牧
入
を
得
る
こ
と
に
な
り
、
各
方
面
の
受
け
る
利
盆
は
大
き
い
と
し
て
い

る
。
布
告
は
、
さ
ら
に
、
客
柴
官
旬
地
の
梯
い
下
げ
の
具
鐙
的
な
方
法
・
手
績

き
、
例
え
ば
、
土
地
は
三
陵
妊
丁
に
優
先
的
に
梯
い
下
げ
る
こ
と
、
梯
い
下
げ

の
地
僚
、
各
種
手
数
料
、
地
債
の
排
込
期
限
、
地
税
の
徴
枚
開
始
時
期
な
ど

を
、
各
候
文
で
規
定
し
て
い
た
。

一
方
、
土
地
裏
帳
は
縦
二

0
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
二
四
セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル

の
大
き
さ
の
紙
片
を
綴
じ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
、
民
園
五
年
に
賞
施
さ

れ
た
土
地
調
査
の
記
録
が
残
さ
れ
て
い
る
。
計
四
加
か
ら
な
る
蔓
帳
は
相
晶
画
傷

ん
で
い
る
が
、
そ
の
内
容
は
ほ
ぼ
剣
讃
で
き
る
。
蓋
帳
の
各
棄
の
表
裏
に
は
そ

れ
ぞ
れ
二
つ
の
地
段
ご
と
の
記
録
が
残
さ
れ
て
お
り
、
各
地
段
ご
と
に
、
第
一
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行
自
に
佃
戸
(
土
地
を
占
有
し
て
い
た
三
陵
妊
丁
)
の
名
前
、
土
地
の
座
落
、

第
二
行
自
に
土
地
の
上
・
中
・
下
則
の
別
と
そ
の
面
積
、
第
三
行
自
に
土
地
の

四
至
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
各
土
地
に
関
す
る
迫
加
的
な
備
考
が
蜜
帳
の

徐
白
や
添
附
さ
れ
た
紙
の
上
に
書
き
込
ま
れ
て
お
り
、
嘗
時
の
客
柴
宮
旬
地
の

寅
情
を
知
る
う
え
で
、
そ
こ
に
あ
る
情
報
は
重
要
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
そ
の

土
地
の
携
い
下
げ
が
貧
際
に
行
わ
れ
た
か
否
か
を
示
す
記
述
、
土
地
の
挽
い
下

げ
を
寅
際
に
受
け
た
者
の
名
前
、
牽
帳
に
名
前
の
あ
る
三
陵
妊
丁
が
さ
ら
に
土

地
を
出
佃
し
て
い
た
場
合
に
は
そ
の
佃
戸
名
、
日
本
人
へ
の
土
地
の
抵
押
・
土

地
権
利
の
相
績
な
ど
が
あ
る
場
合
に
は
そ
の
内
容
に
つ
い
て
の
記
載
な
ど
で
あ

る
。
ま
た
、
資
力
を
紋
く
な
ど
の
理
由
に
よ
り
、
土
地
の
梯
い
下
げ
を
希
望
し

な
い
廷
丁
は
そ
の
旨
を
記
し
た
「
具
結
」
を
提
出
し
た
が
、
そ
の
「
具
結
」
が

こ
の
肇
帳
に
添
附
さ
れ
て
い
た
。

問
題
は
獲
帳
に
記
載
さ
れ
て
い
た
三
陵
荘
丁
の
名
前
で
あ
る
。
客
柴
官
旬
地

を
占
有
し
て
い
る
娃
丁
と
し
て
、
そ
こ
に
は
二
三
七
人
の
名
前
が
あ
っ
た
。
そ

の
な
か
に
は
、
あ
る
程
度
の
庚
さ
の
面
積
の
土
地
を
占
有
し
て
い
る
者
も
あ
っ

た
が
、
そ
の
多
く
は
数
畝
か
ら
ニ

O
畝
程
度
の
、
わ
ず
か
な
面
積
の
土
地
の
権

利
を
有
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
そ
う
し
た
荘
丁
の
な
か
で
、
た
だ
一
人

庚
大
な
面
積
の
土
地
権
利
を
有
す
る
人
物
と
し
て
、
蔓
帳
の
多
く
の
頁
に
は
張

煉
柏
の
名
前
が
記
載
さ
れ
て
い
た
。
か
れ
は
昭
陵
客
地
奮
闘
旬
地
が
展
開
し
て
い

た
黒
林
子
、
永
安
橋
、
破
盤
子
な
ど
の
土
地
の
随
所
に
合
計
二
千
二
百
畝
以
上

も
の
土
地
を
有
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
客
柴
官
旬
地
の
多
く
の
土
地
を
西
宮
房

次
郎
、
小
寺
洋
行
な
ど
の
日
本
人
に
頁
却
し
、
張
作
震
の
摘
裂
を
受
け
て
い
た

の
も
こ
の
張
煉
柏
で
あ
っ
た
。
占
有
し
て
い
た
土
地
の
庚
さ
が
他
の
三
陵
妊
丁

と
は
桁
違
い
に
大
き
い
こ
と
、
ま
た
、
日
本
人
へ
の
土
地
買
却
に
指
導
的
役
割

を
果
し
て
い
た
こ
と
か
ら
も
、
こ
の
張
煉
柏
が
昭
陵
客
柴
宮
旬
地
の
土
地
、
耕

作
者
に
強
い
影
響
力
を
有
す
る
人
物
で
あ
っ

た
こ
と
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
張
煉
柏
こ
そ
、
本
稿
の
着
目
し
た
張
家
の
息
子
、
張
熔
(
張
煉
格
〉
の
兄

で
あ
っ
た
。
ま
た
、
先
に
記
し
た
『
満
洲
奮
慣
調
査
報
告
書
皇
産
』
の
「
参

照
七
十
」
に
あ
っ
た
張
燥
栢
と
は
恐
ら
く
同
一
人
物
で
あ
ろ
う
。

土
地
翠
帳
を
さ
ら
に
詳
細
に
調
べ

て
み
る
と
一
つ
の
興
味
深
い
事
貨
に
気
が

つ
い
た
。
そ
れ
は
、
そ
こ
に
記
載
さ
れ
て
い
る
張
燥
柏
の
名
前
の
一
部
は
、
糊

で
張
り
附
け
さ
れ
た
紙
の
上
に
書
か
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
紙
の
下
に

も
文
字
が
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
槍
案
館
閲
覧
室
の
窓
ガ

ラ
ス
を
使
っ
て
紙
を
透
か
し
て
み
た
と
こ
ろ
、
そ
の
下
に
は
「
張
燥
格
」
と
い

う
名
前
が
記
さ
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
一
九
一
一
一
年
に
張
熔
が
殺
害
さ
れ
た

後
、
か
れ
の
有
し
て
い
た
昭
陵
客
柴
官
旬
地
の
土
地
権
利
は
兄
の
張
燥
柏
に
よ

っ
て
引
き
継
が
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
張
煉
格
と
張
煉
柏
の
名
前
で
元
々
登

録
さ
れ
て
い
た
土
地
面
積
が
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
土
地

に
制
到
す
る
権
利
は
か
つ
て
張
欽
善
が
有
し
、
そ
の
息
子
で
あ
る
張
燥
熔
、
張
燥

柏
が
そ
れ
を
相
績
し
た
と
想
像
で
き
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
土
地
墓
帳
の

糊
附
け
さ
れ
た
部
分
を
剣
讃
す
る
こ
と
に
よ
り
、
張
家
、
ま
た
、
張
格
と
一
一
一
陵

所
属
地
と
の
直
接
的
な
関
係
、
そ
し
て
、
肇
帳
に
記
載
さ
れ
た
張
煉
柏
と
い
う

人
物
が
張
格
の
兄
で
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
で
き
た
の
で
あ
る
。
現
在
、
遼
寧
省

指
案
館
で
は
こ
の
「
奉
天
省
長
公
箸
全
宗
」
を
含
め
、
そ
の
所
蔵
史
料
の

マ
イ

ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
化
が
進
ん
で
い
る
が
、
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
で
こ
の
楢
案
を
閲

覧
し
た
な
ら
ば
、
こ
の
紙
を
張
り
つ
け
た
部
分
に
は
気
づ
か
な
か
っ
た
か
も
し

れ
な
い
。

-183ー

③
三
陵
徐
地
、
湾
盟
農
場
、
榊
原
農
場
に
関
す
る
檎
案
史
料

次
に
、
「
三
陵
品
跡
地
L

、
「
湾
堕
農
場
」
、
「
榊
原
農
場
」
と
い
う
諾
を
手
掛
か
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り
に
、
こ
れ
と
直
接
関
係
す
る
稽
案
史
料
を
探
し
て
み
る
と
そ
の
数
は
六
つ
の

案
径
と
な
り
、
そ
の
全
て
が
「
奉
天
省
長
公
署
全
宗
」
の
な
か
に
牧
め
ら
れ
て

い
た
。
こ
の
う
ち
、
多
く
の
史
料
は
民
圏
一

O
(
一
九
一
一
一
〉
年
以
降
の
も
の

で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
「
榊
原
農
場
事
件
」
に
関
し
て
の
記
録
で
あ
る
。
こ
の
事

件
は
既
に
説
明
し
た
よ
う
に
、
民
図
四
(
一
九
一
五
)
年
に
榊
原
農
場
の
土
地

が
中
園
側
に
返
還
さ
れ
た
後
も
、
そ
の
一
部
で
あ
る
百
徐
町
歩
の
水
田
が
榊
原

の
手
に
残
り
、
そ
の
回
枚
を
図
る
中
園
側
と
そ
れ
に
抵
抗
す
る
榊
原
と
の
聞
で

長
く
繰
り
庚
げ
ら
れ
た
事
件
で
あ
る
。
例
え
ば
、
「
日
人
榊
原
租
昭
陵
水
皐
因

不
交
租
情
形
民
園
十
年
」
(
案
巻
番
放
二
二
二
六
〉
、
「
日
人
榊
原
農
場
抱
欠
三

陵
街
門
地
租
層
値
不
納
以
致
隻
方
先
后
波
兵
前
往
北
陵
附
近
等
情
民
園
一
一
一
一

年
」
(
案
巻
番
銃
二
二
四
七
)
な
ど
に
は
、
嘗
時
の
外
交
部
特
波
奉
天
交
渉
員

修
兆
元
、
同
鍾
世
銘
の
記
し
た
報
告
書
(
民
図
一

一
年
八
月
、
同
民
圏
一
一
一
一
年

七
月
)
、
ま
た
、
外
交
部
奉
天
交
渉
暑
が
日
本
の
在
奉
天
総
領
事
に
あ
て
た
書
簡

(
幻
)

の
下
書
き
(
民
園
一

O
年
七
月
〉
な
ど
が
牧
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
文
書

に
は
、
榊
原
が
三
陵
街
門
の
土
地
を
租
借
し
て
い
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
の
租

を
滞
納
し
綬
け
て
い
た
こ
と
、
ま
た
、
こ
の
土
地
の
回
牧
を
幽
る
中
園
側
と
榊

原
農
場
側
の
衝
突
の
経
緯
な
ど
が
詳
し
く
記
さ
れ
て
い
る
。
興
味
深
い
こ
と
に
、

こ
れ
ら
の
史
料
の
な
か
に
は
、
こ
の
土
地
の
所
有
者
の
代
理
人
と
し
て
、
三
陵

街
門
協
領
の
町
世間
章
彰
の
名
前
が
随
所
に
記
さ
れ
て
い
る
。
告
詩
掌
彰
は
後
に
満
洲

図
の
地
積
整
理
局
長
と
な
っ
た
人
物
で
あ
る
。
筆
者
は
外
務
省
外
交
史
料
館
の

文
書
な
ど
を
利
用
し
て
、
満
洲
閣
時
代
の
東
亜
勧
業
株
式
曾
祉
の
有
し
た
農
場

土
地
の
か
な
り
の
部
分
が
か
つ
て
は
清
朝
皇
室
の
家
産
で
あ
っ
た
可
能
性
を
論

じ
た
こ
と
が
あ
る
。
同
じ
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
楢
案
史
料
か
ら
も
、
滞
留
清
朝
皇

産
と
満
洲
園
時
代
の
土
地
問
題
と
の
関
係
の
一
端
を
窺
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

さ
て
、
木
稿
が
着
目
す
る
涛
噂
農
場
、
榊
原
農
場
へ
と
辿
る
一
一
一
陵
除
地
の
歴

史
、
ま
た
、
民
園
初
頭
の
榊
原
農
場
の
返
還
交
渉
に
闘
す
る
倦
案
は
二
件
を
見

い
だ
し
た
。
そ
れ
ら
は
、
「
関
子
照
回
被
日
人
榊
原
盗
買
之
昭
陵
明
堂
附
近
湾

盟
農
場
地
畝
各
種
民
園
四
年
」
(
案
巻
番
競
二
二
二
四
〉
、
「
湾
堕
農
場
賂
陵

地
租
輿
白
人
榊
原
及
枚
国
経
過
情
形
民
園
五
年
」
(
案
巻
番
競
一
一
一
一
一
一
五
)

で
あ
る
。
張
家
の
土
地
支
配
の
問
題
と
関
わ
り
、
前
節
で
説
明
し
た
中
島
忠
利

の
「
隙
情
請
願
」
、
日
本
の
外
交
文
書
の
内
容
と
直
接
劉
臆
す
る
史
料
が
案
巻

二
二
二
五
の
檎
案
で
あ
っ
た
。

こ
の
案
各
二
二
二
五
は
雑
多
な
文
書
か
ら
な
る
構
築
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、

感
京
策
金
州
副
都
統
の
一
一
一
多
が
溶
陽
豚
知
事
越
恭
寅
に
宛
て
た
公
函
(
洪
憲
元

年
三
月
二
四
日
〉
、
奉
天
巡
按
使
段
芝
貴
の
溶
陽
燃
に
劃
す
る
働
令
(
民
園
五

年
四
旦
二
日
〉
、
奉
天
財
政
践
が
藩
陽
豚
知
事
に
迭
っ
た
訓
令
(
民
園
五
年
一

O
月
一
六
日
〉
、
奉
天
省
長
公
署
の
溶
陽
豚
知
事
へ
の
訓
令
(
民
園
六
年
六
月
〉

な
ど
が
牧
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
文
書
は
、
民
園
四
年
の
榊
原
農
場
返
還

交
渉
の
締
結
後
も
、
な
お
、
榊
原
が
水
田
百
絵
町
歩
を
租
借
し
た
こ
と
を
記

し
、
榊
原
に
そ
の
境
界
を
遵
守
さ
せ
る
よ
う
、
ま
た
、
三
十
年
の
租
借
期
聞
が

経
過
し
た
後
は
直
ち
に
こ
の
土
地
を
三
陵
街
門
に
返
還
さ
せ
る
よ
う
指
示
し
て

い
る
。
こ
れ
ら
の
文
書
の
な
か
で
も
張
煉
柏
の
名
前
が
翠
げ
ら
れ
、
か
れ
が
涛

型
農
場
を
代
表
し
、
榊
原
農
場
返
還
交
渉
の
な
か
で
中
心
的
役
割
を
果
た
し
て

い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
案
巻
の
な
か
に
は
榊
原
農
場
返
還

を
め
ぐ
る
契
約
書
等
の
原
本
が
牧
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
契
約
書
は
、
外
務
省

外
交
史
料
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
在
奉
天
総
領
事
矢
田
七
太
郎
の
本
省
へ
の
報

告
、
ま
た
、
中
島
忠
利
の
「
陳
情
請
願
」
に
記
さ
れ
て
い
た
内
容
を
裏
附
け
て

い
た
。
契
約
書
の
最
後
に
は
、
榊
原
政
雄
代
理
人
と
し
て
細
梅
三
郎
、
原
口
開

て
涛
盟
公
司
股
東
委
託
人
と
し
て
張
燥
柏
、
立
品
目
人
と
し
て
江
藤
豊
二
、
趨

秀
峰
が
署
名
捺
印
し
て
い
た
。
ま
た
、
「
右
承
認
す
る
」
と
記
し
、
在
奉
天
線

-184 
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領
事
代
理
領
事
矢
田
七
太
郎
の
名
前
と
そ
の
官
印
が
添
え
ら
れ
て
い
た
。
ま

た
、
こ
の
案
巻
に
は
、
張
煉
柏
が
交
渉
の
相
手
方
で
あ
る
細
梅
三
郎
、
原
口
開

一
に
金
三
蔦
六
千
園
の
謝
穫
を
支
梯
っ
た
設
文
、
ま
た
、
原
口
開
一
が
張
燥
柏

に
封
し
、
榊
原
の
手
に
百
町
歩
の
水
田
を
租
借
の
形
で
残
す
よ
う
依
頼
し
た
文

書
が
牧
め
ら
れ
て
い
た
。
な
お
、
こ
の
案
容
に
は
こ
の
涛
型
農
場
問
題
と
ど
の

よ
う
な
関
係
が
あ
る
の
か
分
か
ら
な
い
史
料
も
含
ま
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
、

関

g
と
い
う
人
物
が
張
燥
柏
に
迭
っ
た
と
思
わ
れ
る
、
日
附
の
な
い
英
文
の
薬

害
で
あ
り
、
自
分
の
米
園
か
ら
の
蹄
図
務
定
を
シ
カ
ゴ
の

J

町
宮
の
〉

ホ
テ
ル
の

鎗
は
が
き
に
記
し
た
も
の
で
あ
る
。

張
燥
柏
は
湾
盟
公
司
委
託
人
と
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
も
そ
も
、
か
れ
が
涛
堕

農
場
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
っ
た
か
は
明
ら
か
で
な
い
。
し
か
し
、
案
巻
二

二
二
五
に
あ
る
各
種
文
書
、
契
約
書
類
な
ど
か
ら
、
辛
亥
革
命
後
、
張
煉
柏
が

か
つ
て
自
ら
の
家
が
管
理
し
た
昭
陵
品
跡
地
を
引
き
綴
き
在
地
で
支
配
し
、
こ
の

土
地
の
権
利
の
鋳
腐
を
め
ぐ
る
係
争
の
な
か
で
は
、
省
政
府
と

一
私
人
と
な
っ

た
醤
清
朝
皇
室
と
の
聞
の
、
ま
た
、
湾
盟
農
場
と
榊
原
農
場
と
の
関
の
仲
介
入

と
し
て
振
る
舞
う
、
ブ
ロ
ー
カ
ー
の
よ
う
な
役
割
を
果
し
て
い
た
こ
と
が
浮
き

彫
り
だ
さ
れ
て
き
た
。

筆
者
は
張
家
の
大
地
主
と
し
て
の
撞
頭
と
沓
皇
産
の
解
撞
と
の
聞
に
密
接
な

関
係
が
あ
る
だ
ろ
う
と
の
俵
設
を
た
て
、
昭
脂
血
客
柴
官
旬
地
、
昭
陵
附
属
地
、

湾
堕
農
場
、
榊
原
農
場
を
め
ぐ
る
償
案
史
料
を
考
察
し
た
。
こ
れ
ら
の
儲
案
史

料
は
張
家
が
沓
皇
産
の
土
地
を
自
ら
の
も
の
と
し
て
い
く
過
程
を
直
接
的
に
は

記
し
て
い
な
か
っ
た
が
、
確
か
に
、
張
家
と
沓
皇
産
と
の
深
い
関
係
を
具
睦
的

に
示
し
て
い
た
。
こ
れ
は
楢
案
史
料
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
確
認

で
き
た
事
賞
で
あ
っ
た
。
奉
天
一
の
大
地
主
と
言
わ
れ
た
張
家
の
有
し
た
土
地

の
か
な
り
の
部
分
は
、
三
陵
街
門
の
官
員
と
し
て
、
同
家
が
か
つ
て
管
理
し
て

い
た
土
地
で
あ
っ
た
こ
と
を
裏
附
け
て
い
る
と
言
っ
て
良
い
で
あ
ろ
う
。
「
公

的
」
な
財
産
が
解
陸
さ
れ
る
な
か
で
、
そ
の
管
理
に
携
わ
っ
て
い
た
人
々
が
そ

の
財
産
を
私
有
化
し
て
い
く
、
こ
の
こ
と
は
経
済
史
研
究
か
ら
見
て
も
興
味
深

い
課
題
で
あ
る
。

奉
天
に
お
け
る
辛
亥
革
命
と
償
案
史
料

ー
、
奉
天
に
お
け
る
辛
亥
革
命

張
家
に
よ
る
土
地
支
配
の
問
題
と
比
較
す
る
な
ら
ば
、
辛
亥
革
命
の
指
導
者

と
し
て
の
張
熔
の
足
跡
を
、
槍
案
史
料
か
ら
辿
る
こ
と
は
比
較
的
容
易
で
あ

る
。
奉
天
に
お
け
る
辛
亥
革
命
、
張
椿
が
そ
こ
で
果
た
し
た
役
割
に
つ
い
て
は

↑

こ
れ
ま
で
に
も
い
く
つ
か
の
研
究
が
あ
り
、
関
係
す
る
儲
案
史
料
選
も
い
く
つ

か
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

日
露
戦
争
後
の
一
九

O
七
(
光
緒
一
二
三
)
年
、
清
朝
は
そ
れ
ま
で
の
盛
京
、

吉
林
、
黒
龍
江
崎
府
軍
に
よ
る
東
三
省
の
軍
政
支
配
を
慶
し
、
こ
の
地
域
に
関
内

各
省
と
同
様
の
線
督
巡
撫
制
を
し
い
た
。
初
代
の
東
三
省
総
督
と
し
て
徐
世
昌

が
任
命
さ
れ
、
さ
ら
に
、
一
九

O
九
(
宣
統
元
〉
年
に
そ
の
職
を
縫
い
だ
錫
良

の
も
と
で
、
こ
の
地
域
で
は
行
政
機
構
を
は
じ
め
と
す
る
、
各
種
の
制
度
改
革

が
進
め
ら
れ
た
。
前
節
で
論
じ
た
官
延
旗
地
制
度
の
解
慢
、
そ
の
民
有
地
化
も

そ
う
し
た
改
革
の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
た
。
省
・
州

・
燃
と
い
う
「
民
街
門
」

に
権
力
の
基
盤
を
置
い
た
清
朝
の
地
方
官
は
、
内
務
府
を
は
じ
め
と
す
る

「旗

街
門
」
が
持
っ
て
い
た
こ
の
地
域
に
お
け
る
権
盆
を
浸
食
し
始
め
た
の
で
あ

る。
徐
世
昌
、
錫
良
の
進
め
た
政
治
の
柱
の
一
つ
は
、
こ
の
地
域
の
在
地
勢
力
を

組
織
し
、
か
れ
ら
を
利
用
す
る
こ
と
で
義
和
磁
事
件

・日
露
戦
争
後
の
地
域
秩
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序
の
混
飢
に
終
止
符
を
打
ち
、
中
十
ば
脇
市
舛
し
て
い
た
省
の
行
政
機
構
を
再
構
築

す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
「
光
絡
新
政
」
、
さ
ら
に
、
そ
の
後
の
「
立
憲
運
動
」

が
展
開
す
る
な
か
で
、
各
省
で
は
「
省
議
舎
」
的
な
諮
議
局
が
設
け
ら
れ
て
い

っ
た
が
、
奉
天
省
も
そ
の
例
外
で
は
な
か
っ
た
。
諮
議
局
な
ど
の
「
自
治
機

関
」
が
設
け
ら
れ
て
い
く
過
程
で
、
こ
の
地
域
の
在
地
勢
力
は
政
治
的
に
結
集

し
、
そ
の
中
か
ら
、

友
金
鎧
の
よ
う
な
後
の
奉
天
政
界
の
重
鋲
も
鐙
頭
し
て
き

た
。
立
憲
運
動
が
高
揚
す
る
な
か
で
、
か
れ
ら
は
自
己
の
政
治
参
加
を
強
く
主

張
し
て
い
つ
に
は
山
清
朝
の
時
代
、

「本
籍
回
避
」
の
原
則
に
よ
り
、
地
元
出
身

者
が
各
地
の
地
方
官
を
務
め
る
こ
と
は
禁
じ
ら
れ
て
い
た
が
、
こ
う
し
た
在
地

勢
力
の
動
き
は
清
朝
の
中
央
集
権
問
な
鐙
制
を
危
う
く
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
在
地
勢
力
の
撞
頭
と
い
う
親
貼
か
ら
、
こ
の
地
域
に
お
け
る
辛
亥

革
命
の
意
味
を
理
解
す
る
と
興
味
深
い
。
つ
ま
り
、
奉
天
に
お
け
る
辛
亥
草
命

を
こ
う
し
た
在
地
勢
力
が
公
的
な
権
力
を
獲
得
し
て
い
く
一
つ
の
重
要
な
契
機

と
し
て
と
ら
え
る
見
方
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
こ
の
時
期
、
奉
天
に
お
い
て

重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
暫
定
的
な
行
政
機
関
が
奉
天
保
安
公
舎
で
あ
っ
た
。

詳
し
く
は
筆
者
の
奮
稿
を
参
照
さ
れ
た
い
が
、
奉
天
保
安
公
舎
は
線
督
越
爾
巽

を
頂
黙
と
す
る
省
政
府
高
官
と
地
方
有
力
者
の
連
合
健
で
あ
り
、
こ
の
機
関
が

寅
質
的
な
省
行
政
を
捻
っ
て
い
た
。
奉
天
保
安
公
舎
の
線
曾
長
は
総
督
越
爾

即
興
、
ま
た
、
外
交
部
な
ど
の
各
部
の
部
長
に
は
奉
天
交
渉
使
の
許
鼎
森
な
ど
の

清
朝
官
僚
が
務
め
た
。
一
方
、
舎
の
中
枢
で
あ
る
参
議
部
総
長
に
は
蓑
金
鎖
、

ま
た
、
各
部
の
副
部
長
に
は
張
格
、
子
沖
漢
な
ど
の
在
地
勢
力
の
有
力
者
が
務

め
た
。
奉
天
保
安
公
舎
を
質
際
に
捻
っ
た
人
々
は
こ
れ
ら
在
地
有
力
者
で
あ

り
、
北
京
か
ら
源
遺
冶

1
て
い
た
清
朝
の
地
方
官
は
す
で
に
寅
質
的
な
統
治
能

力
を
失
い
つ
つ
あ
っ
た
。
奉
天
に
お
け
る
辛
亥
革
命
の
歴
史
を
「
革
命
」
「
反

草
命
」
と
の
衝
突
と
い
う
硯
粘
か
ら
だ
け
で
な
く
、
こ
の
よ
う
に
、
在
地
勢
力

に
よ
る
様
カ
掌
握
の
過
程
と
い
う
税
熱
か
ら
も
と
ら
え
て
み
る
と
、
償
案
史
料

の
考
察
が
大
幾
重
要
に
な
っ
て
く
る
。
そ
こ
に
は
、
首
時
の
政
治
の
生
々
し
い

動
き
が
、
日
々
の
記
録
と
し
て
詳
細
に
残
さ
れ
て
い
る
。
「
革
命
」
の
動
き
を

主
軸
に
、
過
去
を
回
想
し
た
『
文
史
資
料
』
な
ど
に
枚
め
ら
れ
た
文
章
と
は
そ

の
史
料
的
性
格
を
い
さ
さ
か
異
に
し
て
い
る
。

2
、
指
案
史
料
集
の
刊
行

清
末
期
の
奉
天
地
方
政
治
に
関
す
る
一
次
史
料
を
ま
と
め
た
刊
行
物
の
数
は

意
外
に
多
い
。
徐
世
昌
の
『
東
一
一
一
省
政
略
』
『
退
耕
堂
政
書
』
、
ま
た
錫
良
の

『
遺
稿
奏
稿
』
な
ど
が
早
い
時
期
か
ら
参
照
可
能
で
あ
り
、
こ
れ
ら
史
料
を
利

用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
清
末
の
こ
の
地
域
の
政
治
・
社
舎
に
つ
い
て
研
究
し
た

成
果
も
生
み
出
さ
れ
て
い
た
。

一
九
八

0
年
代
に
な
る
と
、
指
案
史
料
に
劃
す

る
本
格
的
な
関
心
が
高
ま
り
、
第

一
歴
史
檎
案
館
な
ど
が
そ
の
所
臓
史
料
の
整

理
を
精
力
的
に
進
め
て
い
っ
た
。
そ
う
し
た
な
か
で
、
中
圏
第
一
倦
案
館
編

『
清
代
楢
案
史
料
叢
編
第
八
輯
』
が
刊
行
さ
れ
が
↑
こ
の
史
料
集
は
「
東
三

省
辛
亥
革
命
史
料
」
と
い
う
副
題
を
も
ち
、
第
一
一
歴
史
楢
案
館
が
所
蔵
す
る

「
趨
爾
即
興
全
宗
楢
案
」
の
一
部
を
整
理

・
編
集
し
た
も
の
で
あ
る
。
中
圏
第

一

歴
史
楢
案
館
の
所
蔵
史
料
に
つ
い
て
は
『
中
圏
第
一
一
歴
史
楢
案
館
館
蔵
楢
案
概

述
』
な
ど
に
詳
し
い
。
ま
た
、
「
越
爾
巽
全
宗
倦
案
」
の
来
歴
、
そ
の
内
容
に

つ
ナ
て
は
、
上
記
の
『
清
代
楢
案
史
料
叢
編
第
八
輯
』
に
詳
し
い
解
題
が

あ
る
。
一
方
、
奉
天
の
辛
亥
革
命
に
つ
い
て
は
、
遼
寧
省
指
案
館
編
『
辛
亥
革

命
在
遼
寧
構
築
史
料
』
、
滋
陽
市
指
案
館
編
『
辛
亥
革
命
在
瀦
陽
』
も
相
次
い

で
刊
行
さ
れ
た
。
『
辛
亥
革
命
在
遼
寧
指
案
史
料
』
は
遼
寧
省
楢
案
館
所
蔵
の

「
奉
天
省
長
公
署
償
案
」
「
復
係
公
署
楢
案
」
「
洛
陽
豚
公
園
者
楢
案
」
な
ど
か

ら
、
関
連
す
る
楢
案
史
料
を
選
ん
で
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
『
辛
亥

-186ー



革
命
在
溶
陽
』
は
溶
陽
市
機
案
館
所
臓
の
楢
案
か
ら
、
関
係
す
る
史
料
を
影
印

し
た
も
の
で
あ
る
。
但
し
、
ど
ち
ら
の
史
料
集
に
も
、
そ
こ
に
牧
め
ら
れ
て
い

る
槍
案
の
目
録
番
挽
な
ど
は
付
さ
れ
て
い
な
い
。

こ
れ
ら
三
編
の
槍
案
史
料
還
を
讃
み
進
め
る
こ
と
に
よ
り
、
奉
天
の
辛
亥
革

命
に
つ
い
て
は
、
楢
案
史
料
と
い
う
一
次
史
料
か
ら
詳
し
い
考
察
を
行
う
こ
と

が
可
能
と
な
っ
た
。
筆
者
の
場
合
、
『
清
代
機
案
史
料
叢
編
第
八
輯
』
、
『
辛

亥
革
命
在
遼
寧
指
案
史
料
』
に
目
を
通
し
、
そ
の
後
、
中
圏
第
一
歴
史
繕
案

館
、
遼
寧
省
指
案
館
を
訪
れ
る
と
い
う
作
業
の
順
番
と
な
っ
た
。
残
念
な
が

ら
、
溶
陽
市
楢
案
館
の
所
磁
史
料
を
関
賢
す
る
機
舎
は
ま
だ
得
て
い
な
い
。
こ

こ
で
は
、
筆
者
が
刊
行
さ
れ
た
こ
れ
ら
捲
案
史
料
還
を
讃
み
、
そ
の
う
え
で
、

楢
案
館
所
臓
の
楢
案
、
そ
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
を
閲
覧
し
、
そ
こ
で
気
づ
い

た
黙
を
い
く
つ
か
述
べ
た
い
。

3
、
張
格
に
関
す
る
楢
案
史
料
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張
橋
、
そ
の
生
家
で
あ
る
張
家
の
歴
史
に
着
目
し
、
奉
天
地
方
勢
力
の
撞
頭

を
考
察
し
よ
う
と
す
る
筆
者
に
と
っ
て
、
上
記
三
編
の
楢
案
史
料
集
に
は
関
連

す
る
文
書
が
豊
富
に
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
張
熔
の
日
々
の
動
き
、
か

れ
と
関
わ
る
地
方
政
治
の
動
向
、
さ
ら
に
、
か
れ
の
家
族
、
財
産
、
交
際
関
係

な
ど
が
事
細
か
に
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
史
料
を
讃
む
こ
と
に
よ
り
、
「
革

命
家
」
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
張
熔
だ
け
で
な
く
、
諸
問
朝
の
家
産
に
経
済
的
、

社
曾
的
基
盤
を
置
き
、
豊
か
な
財
産
を
擁
す
る
地
方
有
力
者
の
息
子
、
ま
た
、

辛
亥
革
命
の
混
飢
の
な
か
で
、
奉
天
各
地
の
有
力
者
を
組
織
し
、
自
己
と
政
治

的
立
場
を
異
に
す
る
清
朝
官
僚
、
民
間
有
力
者
、
あ
る
い
は
、
一
部
の
日
本
人

な
ど
と
も
深
い
関
係
を
保
ち
、
地
方
祉
舎
で
強
い
政
治
力
を
行
使
し
て
い
く
張

絡
の
姿
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
換
言
す
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
史
が
規

定
し
て
き
た
張
熔
の
歴
史
的
位
置
づ
け
に
必
ず
し
も
こ
だ
わ
る
こ
と
な
く
、
例

え
ば
、
在
地
勢
力
の
一
方
の
雄
と
し
て
の
張
熔
の
姿
に
迫
ろ
う
と
す
る
と
き
、

一
次
史
料
で
あ
る
こ
れ
ら
捲
案
史
料
の
存
在
が
重
要
に
な
る
。
こ
こ
で
は
、
そ

う
し
た
難
を
例
示
す
る
よ
う
な
い
く
つ
か
の
楢
案
を
翠
げ
て
み
た
い
。

張
絡
に
闘
す
る
楢
案
史
料
の
な
か
で
、
興
味
深
い
も
の
の
一
つ
に
嘗
時
の
官

憲
の
尾
行
記
録
が
あ
る
。
例
え
ば
、
「
有
関
張
熔
甜
一
寸
人
活
動
的
探
報
(
十
三

件
〉
宣
統
三
年
L

(

『
清
代
償
案
史
料
叢
編
第
八
輯
』
所
政
)
に
は
、
そ
う

し
た
文
章
が
多
数
枚
め
ら
れ
て
い
石
v

そ
の
一
部
を
抄
-
誇
し
て
み
る
と
、
「
張

熔
が
先
に
天
津
か
ら
逃
亡
し
た
際
に
行
動
を
伴
に
し
た
獄
官
の
王
某
と
い
う
者

が
既
に
拳
天
に
戻
り
、
張
格
の
家
に
住
ん
で
い
る
」
「
二
二
日
午
前
七
時
、
張

熔
は
馬
車
に
乗
り
、
兄
の
張
燥
柏
は
駕
簡
に
乗
り
、
壌
に
向
か
っ
た
。
張
熔
は

北
京
に
お
い
て
裳
内
閣
に
謁
見
を
求
め
、
そ
の
後
、
上
海
に
行
く
と
祷
し
て
い

る
。
張
煉
柏
は
海
龍
に
赴
い
た
が
、
そ
の
用
向
き
は
分
か
ら
な
い
」
「
昨
日
、

張
熔
の
兄
で
あ
る
張
燦
柏
と
そ
の
妻
の
母
方
の
伯
父
で
あ
る
湯
際
青
は
洪
受

卿
、
張
海
亭
ら
と
東
山
脇
田
盤
等
に
赴
い
た
。
情
報
に
よ
れ
ば
、
そ
の
地
の
郷
圏

と
連
絡
を
と
る
こ
と
と
閥
係
が
あ
る
ら
し
い
。
洪
は
東
山
に
お
い
て
大
舞
勢
力

が
あ
る
」
「
張
柏
崎
が
鋳
髪
を
有
す
る
一
人
の
人
物
を
伴
い
、
関
内
か
ら
も
ど
っ

た
。
そ
の
人
物
の
年
齢
は
三

O
裁
ほ
ど
で
あ
り
、
昭
陵
街
門
に
居
住
し
、
毎

日
、
張
椿
の
家
が
そ
の
食
事
を
運
ん
で
い
る
」
「
一
一
一
一
日
夜
、
海
龍
に
赴
い
て

い
た
張
熔
の
兄
、
張
燦
柏
が
滴
鍛
を
利
用
し
、
奉
天
に
戻
っ
た
」
「
調
査
に
よ

れ
ば
、
過
日
、
張
格
は
大
速
に
住
む
日
本
人
の
田
島
材
之
助
を
迎
え
、
田
島
は

(
張
宅
で
)
二
夜
を
過
ご
し
た
。
現
在
、
田
島
は
日
本
租
界
に
住
ん
で
い
る
」

「
一
四
日
午
後
二
時
、
日
本
人
の
田
島
材
之
助
が
自
縛
車
で
張
格
の
家
を
訪

ね
、
一
時
間
ほ
ど
滞
在
し
た
」
「
張
熔
の
家
で
は
連
日
人
が
集
ま
っ
て
曾
議
を

し
て
い
る
。
門
前
の
馬
車
、
人
力
車
は
数
十
爾
に
も
な
っ
て
い
る
。
四
人
の
人
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物
が
門
外
を
守
っ
て
お
り
、
人
が
近
づ
く
と
こ
れ
を
迫
い
掛
っ
て
い
る
」
「
調

査
に
よ
れ
ば
、
先
に
昭
陵
四
品
官
街
門
か
ら
逃
亡
し
た
宵
潤
芝
が
初
八
日
に
奉

天
に
戻
り
、
張
絡
の
家
の
門
外
の
廟
房
に
住
ん
で
い
る
」
と
い
っ
た
具
合
で
あ

る
。
こ
う
し
た
嘗
時
の
行
政
が
残
し
た
文
章
か
ら
、
張
抽
晴
、
張
煉
柏
ら
が
奉
天

各
地
の
在
地
勢
力
の
組
織
化
に
務
め
て
い
た
日
々

の
様
子
、
ま
た、

張
熔
ら
と

一
部
の
日
本
人
と
の
深
い
関
わ
り
、
張
家
と
三
陵
と
の
関
係
な
ど
を
具
鐙
的
に

確
認
で
き
る
。

張
格
は
奉
天
に
お
け
る
同
盟
舎
の
指
導
者
で
あ
っ
た
が
、
他
方
、

友
金
鎧
は

「
革
命
」
を
郵
座
し
た
総
督
越
爾
巽
の
懐
刀
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
。
『
清
代

指
案
史
料
叢
編
第
八
斡
』
に
は
、
愛
金
鎧
が
各
地
の
有
力
者
か
ら
情
報
を
枚

集
し
、
線
督
越
師
岡
田
典
に
そ
の
内
容
を
逐

一
報
告
し
て
い
た
記
録
が
多
数
残
さ
れ

て
い

る
。
例
え
ば
、
「
友
金
鎧
致
越
爾
巽
菓
文
宣
統
三
年
十
月
(
文
書
番
統

一
五
七
ど
と
い
う
文
章
は
、
実
金
鎧
が
総
督
越
爾
巽
に
封
し
、
そ
の
報
告
の
前

日
に
張
熔
と
舎
っ
て
い
た
こ
と
、
そ
の
席
で
、
張
熔
か
ら
貴
重
な
情
報
を
得
た

こ
と
を
記
し
た
も
の
で
あ
出
ャ
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
友
金
鎧
は
張
熔
ら
に
糾
問
し
て

郵
底
一
が
迫
っ
て
い
る
こ
と
を
知
ら
せ
、
奉
天
か
ら
の
退
避
を
勤
め
た
。
そ
れ
に

劉
し
、
張
熔
は
反
滑
運
動
指
導
者
た
ち
が
そ
う
し
た
動
き
に
如
何
に
針
臆
す
る

か
、
自
分
の
考
え
を
述
べ
た
と
い
う
。
こ
う
し
た
捲
案
史
料
か
ら
、
奉
天
有
力

者
た
ち
が
そ
の
政
治
的
立
場
を
異
に
し
な
が
ら
も
、
他
方
で
は
相
互
に
密
接
に

繋
が
っ
て
い
た
こ
と
を
推
測
で
き
る
。
事
賞
、
辛
亥
革
命
後、

こ
う
し
た
有
力

者
た
ち
は
連
携
し
て
政
治
的
撞
頭
を
途
げ
、

省
権
力
を
掌
撮
し
て
い
っ
た
の
で

あ
る
。『

辛
亥
革
命
在
遼
寧
儲
案
史
料
』
『
辛
亥
革
命
在
漆
陽
』
に
は
、
張
擦
の
殺

害
を
報
告
す
る
張
作
祭
の
呈
文
(
宣
統
三
伴
一
一
一
月
初
六
日
)
、
越
爾
巽
の
批

(
同
一
一
一
月
初
九
日
〉
が
枚
め
ら
れ
て
い
い
卸
小
上
述
の
よ
う
に
、
後
者
の
史
料

集
に
は
質
際
の
楢
案
の
影
印
が
牧
め
ら
れ
て
い

る
。
そ
こ
に
は
、
宣
統
三
年
一

二
月
初
五
日
(
一
九

一
二
年
一
月
二
三
日〉
、
張
作
震
の
配
下
に
あ
っ
た
偵
探

長
子
文
甲
が
張
絡
を
逮
捕
し
よ
う
と
し
た
が
、
張
絡
は
拳
銃
を
設
射
し
て
こ
れ

に
抵
抗
し
た
こ
と
、
子
文
甲
は
そ
う
し
た
張
格
を
射
殺
し
た
後
、

か
れ
の
家
を

急
襲
し
、
「
匪
熊
」
に
関
す
る
謹
嬢
書
類
を
多
数
押
牧
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て

い
る
。

こ
の
槍
案
は
奉
天
の
辛
亥
革
命
に
関
す
る
史
料
の
な
か
で
も
良
く
知
ら

れ
た
も
の
で
あ
り
、
遼
寧
省
指
案
館
の
展
覧
室
に
も
陳
列
さ
れ
て
い
る
。
因
み

に
、
こ
の
日
、
張
格
は
裳
金
鎧
と
曾
食
し、

そ
の
腕
宅
途
中
に
暗
殺
さ
れ
た
。

し
か
し
、
亥
金
鎧
の
日
記
で
あ
る
『
傭
底
日
記
語
存
附
経
過
自
述
』
に
は
そ

の
日
の
事
は
何
も
記
さ
れ
て
い
な
い
。

辛
亥
革
命
に
よ
っ

て
民
園
政
府
が
成
立
す
る
と
、
暗
殺
さ
れ
た

「
匪
熊
」
の

指
導
者
張
格
は
一
縛
し
て
革
命
の
英
雄
と
な
っ
た
。
そ
の
た
め
、
張
作
震
の
配

下
に
よ
る
張
格
の
殺
害
、
そ
の
財
産
牧
奪
に
封
し
て
の
補
償
問
題
が
浮
上
し
て

き
た
。
『
辛
亥
革
命
在
迷
箆
T

楢
案
史
料
』
に
は
「
(
一
ニ
)
信
用
張
裕
等
請
崎
山
弁
詩

設
還
損
失
財
産

1
張
煉
柏
致
張
錫
袋
呈
三
月
十
日
」
と
い
う
史
料
が
枚
め

ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
張
燥
柏
が
都
督
張
錫
畿
に
針
し
、
張
作
用
林
の
配
下
に
よ

り
略
奪
さ
れ
た
張
格
の
財
産
の
補
償
を
求
め
た
文
章
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
小

北
関
容
光
胡
間
に
あ
っ
た
張
熔
の
家
を
は
じ
め
と
し
て
、
破
境
・
略
奪
さ
れ
た

張
家
の
財
産
の
品
目
、
そ
の
評
債
額
が
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
合
計
は
溶
卒
銀

五
高
三
千
三
百
五
十
七
雨
に
も
上
っ
た
と
あ
る
。
そ
こ
に
あ
る
多
数
の
高
債
な

衣
料
品
、
装
身
具
、
骨
董
品
、
書
資
、
車
馬
な
ど
の
品
目
、
ロ

シ
ア
幣
一

高
五

千
五
百
ル
ー
ブ
ル
、
東
三
省
小
銀
元
一
高
四
千
四
百
四
十
五
元
と
い
っ
た
記
述

か
ら
、
賞
時
の
堕
か
な
張
家
の
生
活
の

一
端
を
兵
値
的
に
垣
間
見
る
こ
と
が
で

晶
c
λ
v

。
長
格
の
殺
害
に
関
し
て
中
圏
第
一
歴
史
楢
案
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い

る

「
趨
爾
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巽
全
宗
稽
案
」
に
も
興
味
深
い
文
一
章
が
あ
る
。
「
五
九
七
内
務
部
等
慮
理
革

黛
的
張
熔
被
致
事
的
有
関
文
電
民
園
元
年
四
月
至
九
月
」
に
は
、
張
格
の
姉

で
あ
る
張
桂
(
張
煉
桂
〉
の
大
徳
統
蓑
世
凱
に
宛
て
た
呈
文
が
枚
め
ら
れ
て
い

る
。
そ
の
文
章
の
な
か
で
、
張
桂
は
張
格
殺
害
の
犯
人
と
し
て
趨
爾
巽
と
張
作

森
を
裁
剣
に
付
す
よ
う
求
め
て
~
咋
ソ
、
そ
こ
に
は
殺
さ
れ
た
弟
を
思
う
彼
女
の

思
い
が
切
々
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
繕
案
な
ど
は
、
張
熔
に
関
し
て
考
・
祭

を
行
う
場
合
に
は
是
非
と
も
参
照
し
た
い
文
一
軍
で
あ
る
。

な
お
、

「
越
爾
巽
全
宗
償
案
」
に
は
『
清
代
楢
案
史
料
叢
編
第
八
輯
』
に

は
牧
め
ら
れ
て
い
な
い
が
、
研
究
課
題
に
よ
っ
て
は
重
要
な
意
味
を
持
つ
檎
案

史
料
が
少
な
く
な
い
。
そ
の
一
例
を
血
ぞ
け
れ
ば
、
総
督
越
爾
巽
の
生
家
は
奉
天

餓
嶺
の
有
力
者
で
あ
り
、
何
人
も
の
科
穆
合
格
者
を
輩
出
し
た
こ
と
で
知
ら
れ

て
い
る
が
、
こ
の
越
家
の
族
譜
に
関
わ
る
史
料
な
ど
も
「
越
爾
巽
全
宗
楢
案
」

に
牧
め
ら
れ
て
い
一
却
炉

以
上
の
よ
う
に
、
奉
天
の
辛
亥
革
命
、
そ
こ
で
の
張
熔
の
果
た
し
た
役
割
に

つ
い
て
は
、
刊
行
さ
れ
た
史
料
集
を
用
い
る
こ
と
に
よ
り
考
察
を
進
め
る
こ
と

が
可
能
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
上
記
の
越
家
の
族
譜
関
連
の
史
料
の
場
合
が
示
す

よ
う
に
、
編
纂
さ
れ
た
史
料
集
に
は
枚
め
ら
れ
て
い
な
い
、
し
か
し
、
重
要
と

忠
わ
れ
る
播
案
も
決
し
て
少
な
く
な
い
。
こ
の
こ
と
は
遼
寧
省
倦
案
館
の
所
蔵

史
料
に
つ
い
て
も
言
え
た
。
「
奉
天
省
長
公
署
全
宗
」
に
あ
る
辛
亥
革
命
期
の

繕
案
史
料
は
相
嘗
な
数
に
な
る
が
、
そ
の
な
か
で
『
辛
亥
革
命
在
遼
寧
償
案
史

料
』
に
牧
め
ら
れ
て
い
る
史
料
は
そ
の
ご
く
一
部
に
す
ぎ
な
い
。
可
能
な
か
ぎ

り
、
僧
案
館
を
訪
ね
、
目
録
を
検
索
し
、
直
に
繕
案
に
接
す
る
こ
と
が
霊
ま
れ

よ
う
。
筆
者
の
場
合
も
、
質
際
に
楢
案
館
で
史
料
に
自
を
通
す
こ
と
に
よ
り
、
史

料
集
に
は
牧
め
ら
れ
て
い
な
い
興
味
あ
る
楢
案
を
見
い
だ
し
た
だ
け
で
な
く
、

ど
の
よ
う
な
便
築
に
文
章
が
記
さ
れ
て
い
た
か
、
帳
簿
の
欄
外
に
ど
の
よ
う
な

書
き
込
み
が
あ
っ
た
か
、
糊
附
け
さ
れ
た
紙
の
下
に
ど
の
よ
う
な
文
字
が
あ
っ

た
か
と
い
う
こ
と
な
ど
か
ら
、
興
味
深
い
事
寅
を
確
認
で
き
た
こ
と
も
あ
っ
た
。

結
び
に
代
え
て

自
分
の
研
究
開
心
に
卸
し
て
、
歴
史
上
の
あ
る
判
定
の
人
物
や
事
件
な
ど
に

つ
い
て
記
さ
れ
た
僧
案
史
料
を
見
い
だ
す
こ
と
は
必
ず
し
も
容
易
で
な
い
。
関

連
す
る
捲
案
史
料
が
存
在
す
る
と
し
て
も
、
そ
も
そ
も
、
目
指
す
史
料
が
ど
の

檎
案
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
の
か
、
ま
た
、
如
何
な
る
全
宗
の
も
と
に
整
理
さ

れ
て
い
る
の
か
、
そ
の
目
録
番
放
な
ど
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
と
い
っ
た
黙

を
一
つ
一
つ
明
ら
か
に
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
目
指
す
楢
案
史
料
の

所
在
を
確
認
で
き
た
と
し
て
も
、
特
に
、
近
現
代
史
に
関
す
る
楢
案
な
ど
の
場

合
に
は
、
そ
う
し
た
檎
案
が
ど
の
程
度
公
開
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
瓢
も
重

要
に
な
っ
て
く
る
。
こ
の
黙
で
、

『
中
園
倦
案
館
指
南
叢
書
』
な
ど
の
刊
行
に

よ
り
、
最
近
は
中
圏
各
地
の
楢
案
館
が
所
蔵
す
る
史
料
、
そ
の
概
要
な
ど
に
つ

い
て
か
な
り
詳
し
い
情
報
を
得
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
て
き
た
。

本
稿
は
、
筆
者
が
遼
寧
省
指
案
館
、
第
一
歴
史
倦
案
飴
な
ど
で
行
っ
た
史
料

調
査
の
経
験
に
萎

e

つ
い
て
、
機
案
史
料
利
用
の
可
能
性
、
そ
の
難
し
さ
と
い
っ

た
問
題
に
つ
い
て
初
歩
的
な
考
察
を
行
っ
た
。
貧
際
に
楢
案
史
料
の
閲
覧
を
始

め
て
み
る
と
、
個
々
の
楢
案
の
内
容
が
非
常
に
細
か
い
こ
と
、
そ
し
て
、
目
を

通
す
べ
き
僧
案
の
分
量
が
あ
ま
り
に
多
い
こ
と
で
嘗
惑
す
る
こ
と
が
少
な
く
な

い。

多
く
の
楢
案
は
日
常
的
な
官
臆
の
業
務
か
ら
作
成
さ
れ
た
文
書
で
あ
り
、

そ
の

一
つ
一
つ
を
繕
い
て
、
あ
る
特
定
の
人
物
や
事
柄
に
関
す
る
記
述
を
探
し

出
し
て
い
く
こ
と
は
、
し
ば
し
ば
、
相
蛍
な
時
間
と
根
気
の
い
る
作
業
と
な
っ

て
く
る
。
し
た
が
っ
て
、
自
己
の
研
究
課
題
と
直
接
に
関
わ
る
人
物
や
事
件
に

つ
い
て
ま
と
ま
っ
た
記
銭
の
あ
る
繕
案
に
、
如
何
に
数
率
的
に
辿
り
着
く
か
と

-189ー



608 

い
う
勲
が
重
要
と
な
っ
て
く
る
。

筆
者
の
場
合
、

ま
ず
、
第
一
に
、
日
本
語
の
史
料
・
文
献
を
積
極
的
に
刺
用

す
る
こ
と
に
よ
り
、
ま
ず
、
関
心
の
あ
る
人
物
や
事
件
の
概
略
を
考
察
し、

そ

こ
か
ら
、
機
案
史
料
を
考
祭
す
る
う
え
で
手
掛
か
り
と
な
る
語
集
を
抽
出
し
て

い
っ
た
。
そ
う
し
た
作
業
を
行
っ
て
、
初
め
て
、
遼
寧
省
指
案
館
な
ど
に
所
蔵

さ
れ
て
い
る
儲
案
を
本
格
的
に
利
用
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。
こ
の
手
法

は
中
園
東
北
地
域
史
研
究
に
輿
え
ら
れ
た
一
つ
の
大
き
な
利
黙
で
あ
る
か
も
し

れ
な
い
。

し
か
し
、
他
の
地
域
の
歴
史
を
考
察
す
る
場
合
に
も
、
膨
大
な
分
量

の
楢
案
史
料
を
自
の
前
に
置
く
こ
と
を
考
え
る
と
、
関
連
す
る
各
種
史
料

・
文

献
な
ど
を
あ
ら
か
じ
め
駆
使
し
、
指
案
史
料
を
検
索
す
る
た
め
に
必
要
な
語
集

を
抽
出
し
て
お
く
こ
と
が
是
非
と
も
必
要
で
あ
ろ
う
。

第
二
に
、
筆
者
は
政
治
的
に
重
要
度
の
高
い
官
街
の
槍
案
に
史
料
調
査
の
重

貼
を
置
い
た
。
筆
者
が
関
心
を
有
す
る
奉
天
に
お
け
る
官
地
排
い
下
げ
の
問
題

な
ど
の
場
合
、
日
常
的
な
官
地
梯
い
下
げ
業
務
を
行
っ
た
官
地
清
丈
局
の
史
料

よ
り
は
、
そ
の
上
級
官
耐
酷
で
あ
る
奉
天
省
長
公
署
の
徽
案
に
多
く
の
興
味
あ
る

史
料
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
政
治
的
な
剣
断
を
必
要
と

す
る
案
件
は
官
地
清
丈
局
か
ら
奉
天
省
長
公
署
に
迭
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
、
楢
案
史
料
を
考
察
す
る
場
合
、
文
書
を
起
案
し
た
官
廊
だ

け
で
な
く
、
む
し
ろ
、

そ
う
し
た
文
書
の
迭
付
先
に
あ
た
る
上
級
官
街
の
楢
案

に
十
分
な
注
意
を
向
け
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
一
意
味
で
、
楢
案
史
料
を
利
用
し

た
研
究
を
進
め
る
に
あ
た
っ
て
は
、
中
園
の
文
書
皐
、
つ
ま
り
、
僧
案
撃
の
基

礎
的
な
知
識
を
習
得
す
る
こ
と
も
必
要
で
あ
ろ
う
。

註(

1

)
 

拙
稿
「
奮
奉
天
遼
陽
の
郷
幽
指
導
者
、
友
金
鎧
に
つ
い
て
」

『
一
橋

論
叢
』
一

O
Oを
六
鋭
、
一
九
八
八
年
一
二
月
、
同

「奮
奉
天
省
撫
順

の
有
力
者
張
家
に
つ
い
て
」
『
一
橋
論
叢
』
一

O
ニ
各
六
鋭
、
一

九
八

九
年
一
二
月
、
同
「
奉
天
地
方
官
僚
集
闘
の
形
成
」
『
一
橋
大
祭
研
究

年
報
経
済
象
研
究
一
一
一
一
』
一
九
九

O
年
五
月
。

(

2

)

拙
稿

「辛
亥
革
命
後
、
沓
奉
天
省
に
お
け
る
官
有
地
の
梯
い
下
げ
に

つ
い
て
」
『
一
橋
論
叢
」
九
八
巻
六
鋭
、
一
九
八
七
年

一
一
一
月
な
ど
を

参
照
の
こ
と
。

(

3

)

拙
稿
「
欝
錦
州
官
妊
の
妊
頭
と
永
佃
戸
」
『
祉
曾
経
済
史
皐
』
五
四

巻
六
鋭
、

一
九
八
九
年
三
月
な
ど
を
参
照
の
こ
と
。

(
4
〉
遼
寧
省
檎
案
館
編
『
中
園
償
案
館
指
南
叢
書
遼
寧
省
檎
築
館
指

南
』
(
中
園
楢
案
出
版
社
、
一
九
九
四
年
)
三
七
頁。

(
5
〉
問
書
、
六

O
l
六
二
頁
。

(
6
〉
欝
記
整
理
鹿
に
つ
い
て
は
、
預
吉
光
長

「欝
園
立
奉
天
闘
書
館
の
楢

案
始
末
記
」
『
山
石
井
博
士
古
稀
記
今
伍
ハ
籍
論
集
』
(
開
明
堂
、
昭
和
一一
一

八
年
〉
七
八
一

l
七
九
二
頁
を
参
照
の
こ
と
。

(

7

)

「
奉
天
官
地
清
丈
局
全
宗
」

「奉
天
省
長
公
明
者
全
宗
」
な
ど
は
、
各

巻
に
牧
め
ら
れ
て
い
る
槍
案
の
分
量
が
一
般
に
多
い
。
こ
れ
に
封
し
、

吉
林
省
捲
案
館
に
枚
蔵
さ
れ
て
い
る
、
例
え
ば
、

「吉
林
省
民
政
司
全

宗
」
に
あ
る
各
巻
の
楢
案
の
分
量
な
ど
は
比
較
的
少
な
い
。
各
楢
案
館

に
お
け
る
楢
案
整
理
の
仕
方
、
ま
た
、
各
楢
案
の
原
存
機
関
の
這
い
な

ど
に
よ
っ

て
、
こ
う
し
た
差
異
が
生
じ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

吉
林
省

指
案
館
に
つ
い
て
は
、
拙
稿

「吉
林
省
楢
案
館
に
お
け
る
清
末
期
の
檎

案
史
料
調
査
」

『
近
現
代
東
北
ア
ジ
ア
地
域
史
研
究
曾

ニュ

ー
ズ
レ

タ

l
』
第
九
鋭
、
一
九
九
七
年
一
一
一
月
な
ど
を
参
照
さ
れ
た
い
。

前
掲
『
遂
容
T

省
倦
案
館
指
南
』
四
九
|
五
五
頁
。
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(

9

U

秦
誠
至
「
辛
亥
革
命
輿
張
格
」
中
園
人
民
政
治
協
商
曾
議
全
園
委
員

舎
文
史
資
料
研
究
委
員
曾
編
『
辛
亥
革
命
回
憶
録
第
五
集
』
〈
文
史

資
料
出
版
社
、
一
九
八
一
年
〉
所
枚
。

(
叩
)
南
浦
洲
鍛
道
株
式
曾
社
編
纂
(
天
海
謙
三
郎
筆
)
『
満
洲
葱
慣
調
査

報
告
書
前
編
ノ
内
皇
産
』
(
南
浦
洲
鍛
道
株
式
曾
位
、
大
正
三
年〉

二
六
七
二
六
八
頁
。

(
日
)

「旗
務
庭
造
迭
旗
職
人
員
態
行
編
列
緒
紳
名
単
」
〔
遼
寧
省
楢
案
館

所
蔵
「
奉
天
省
長
公
署
全
宗
」
(
案
巻
番
貌
一

O
五
三
)
〕
。

(
ロ
)
南
浦
洲
鍛
道
株
式
舎
社
経
済
調
査
舎
編
(
天
野
元
之
助
筆
)

「
東
三

省
官
憲
有
力
者
の
土
地
所
有
吠
況
(
昭
和
三
年
三
一
月
調
)
」
『
満
洲
経

済
の
設
達
』
(
南
浦
洲
餓
道
株
式
舎
社
、
昭
和
七
年
)
四
一
頁
。

(
日
)
園
田
一
範
『
奉
天
波
の
新
人
と
沓
人
』
(
奉
天
新
聞
社
、
大
正
一
一
一
一

年
)
一

o
o
-
-Oニ
頁
。

(
M
〉
「
各
王
府
地
僚
清
加
」
〔
遼
寧
省
指
案
館
所
蔵
「
八
旗
地
畝
崩
」

〈
文
昔
一
墨
田
銃
一
四
五
)
〕
。

(お
)
前
掲
『
満
洲
答
慣
調
査
報
告
書
前
編
ノ
内

皇
産
』
一
一
一
一
六
|一

一一一一

四
頁
。

(
凶
)
同
書
、
「
参
照
」
一

O
五
|
一

O
六
頁
。

(
口
〉
同
書
、
二
三
四
二
五
二
頁
。

(
同
〉
三
陵
品
跡
地
、
涛
盟
農
場
、
榊
原
農
場
の
問
題
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、

拙
稿
「
土
地
利
権
を
め
ぐ
る
中
闘
・
日
本
の
官
民
関
係
|
奮
奉
天
の
皇

産
を
め
ぐ
っ
て
|
」
『
ア
ジ
ア
経
済
』
第
三
八
巻
一
一
獄
、
一
九
九
七
年

一
月
を
参
照
の
こ
と
。

(
刊
日
)
中
島
忠
利

「奉
天
榊
原
農
場
ノ
同
県
相
顛
末
ヲ
陳
情
シ
並
-
一
支
那
官
憲

ノ
不
法
占
援

-一
ヨ
ル
占
有
田
牧
/
陳
情
請
願
」
(
昭
和
四
年
一

O
月
二

七
日
)
。

(
勿
)
「
日
本
外
務
省
外
交
史
料
館
所
厳
外
務
省
記
録
』
て
七
、
七
、

一
一
一
「
満
洲
ニ
於
ケ
ル
農
場
経
営
関
係
雑
件
榊
原
涛
幽
足
農
園
」

(
全
四
朗
)
。

(
幻
)
「
丈
放
三
陵
客
柴
宮
旬
地
畝
朋
及
丈
放
章
程
布
告
」
〔
遼
寧
省
指
案

館
所
蔵

「奉
天
省
長
公
箸
僧
案
」
〈
文
書
番
続
三
二
七
六
五
)
〕
。

(
幻
)
拙
稿
「
辛
亥
革
命
後
、
醤
奉
天
省
に
お
け
る
官
地
の
梯
い
下
げ
|
昭

陵
客
柴
官
旬
地
の
場
合
|
」
『
東
洋
史
研
究
』
第
五
三
巻
一
一
一
鏡
、
卒
成

六
年
一
一
一
月
。

(
お
)
「
日
人
榊
原
租
昭
陵
水
早
田
不
交
租
情
形
民
園
十
年
」
〔
遼
寧
省

指
案
館
所
蔵
「
奉
天
省
長
公
署
捲
案
」
(
案
容
番
競
二
二
二
六
〉
〕
、
「
白

人
榊
原
農
場
抱
欠
三
陵
街
門
地
租
麿
値
不
納
以
致
僻
見
方
先
后
波
兵
前
往

北
陵
附
近
等
情
民
圏
十
三
年
」
〔
同
「
奉
天
省
長
公
明
者
稽
案
」
(
案

巻
番
鋭
二
二
四
七
〉
〕
。
こ
の
他
、
榊
原
農
場
関
係
の
倦
案
と
し
て
「
滋

陽
市
白
人
榊
原
捜
圏
地
基
侵
伯
馬
路
情
形
民
図
十
九
年
」
〔
同
「
奉

天
省
長
公
署
繕
案
」
(
案
巻
番
銃
一
一
一
一
一
一
八
)
〕
、
「
洛
陽
豚
呈
日
人
一
榊

原
侵
佑
土
地
情
形
民
園
十
三
年
」
〔
同
「
奉
天
省
長
公
署
楢
案
」
(
案

巻
番
強
二
二
四
六
〉
〕
な
ど
が
あ
る
。

(
川
品
〉
拙
稿

「
東
亜
勧
業
株
式
曾
祉
と
清
朝
皇
産
の
歴
史
」
『
近
現
代
東
北

ア
ジ
ア
地
域
史
研
究
舎
ニ
ュ
ー
ズ
レ
タ
l
』
第
一

O
鋭
、
一
九
九
八

年
二
一
月
。

(
お
〉
「
関
子
照
田
被
白
人
榊
原
盗
貫
之
昭
陵
明
堂
附
近
樽
箆
農
場
地
畝
各

種
民
園
四
年
」〔
遼
寧
省
倦
案
館
所
蔵
「
奉
天
省
長
公
署
倦
案
」
(
案

巻
番
鋭
ニ
ニ
二
四
〉
〕
、
「
涛
幽
耳
農
場
将
陵
地
租
奥
日
人
榊
原
及
枚
目
経

過
情
形
民
園
五
年
」
〔
同

「奉
天
省
長
公
署
捲
案
」
(
案
巻
番
銃
二
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二
二
五
)
〕
。

(
お
)
清
末
・
辛
亥
革
命
期
の
奉
天
に
お
け
る
「
新
政
」
の
展
開
、
革
命
運

動
の
高
揚
な
ど
の
動
き
に
つ
い
て
は
、
早
く
か
ら
、
中
園
科
察
院
歴
史

研
究
所
・
吉
林
師
範
大
祭
歴
史
系
編
『
近
代
東
北
人
民
革
命
運
動
史
』
、

李
時
岳
「
辛
亥
革
命
時
期
東
三
省
革
命
輿
反
革
命
的
闘
争
」
一
九
五
九

年
第
六
期
、
西
村
成
雄
「
束
三
省
に
お
け
る
辛
亥
革
命
」

『
歴
史
皐
研

究』

三
五
八
鋭
、
一
九
七

O
年
、
な
ど
が
あ
る
。
ま
た
、
錫
良
に
つ
い

て
の
研
究
書
と
し
て
、

U
2
司
日
間
2
・
m。
向
。
ァ
同
2
4
N
h
h
g
h
g札

h
t

G
t
2
E
弓
ミ
S
E
N
H
N
S。
NRH帆

3
(
Z。
話
回

2
2口
一
〈

ω
-
o
C
三
o

d
m
円臼
MqH》『ぬ臼臼・
H
Sω)
を
摩
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

(
幻
〉
前
掲
、
拙
稿
「
奉
天
地
方
官
僚
集
闘
の
形
成
」
を
参
照
。

(
お
)
中
圏
第
一
一
歴
史
機
案
館
編
『
清
代
償
案
史
料
叢
編
第
八
腕
』
(
中

華
書
局
、

一
九
八
二
年
)
。

(
匁
)
中
園
第

一歴
史
捲
案
館
編
者
『
中
圏
第
一
歴
史
指
案
館
館
蔵
繕
案
概

述
』
(
償
案
出
版
社
、
一
九
八
五
年
〉
。

(
叩
叫
〉
李
鵬
年
「
越
繭
巽
全
宗
儲
案
概
述
」

〔
前
掲

『
清
代
償
案
史
料
叢
編

第
八
輯
』

三
九
五
四
一
九
頁
〕
。

(
引
札
)
遼
寧
省
機
築
館
編
『
辛
亥
革
命
在
遼
寧
指
案
史
料
記
念
辛
亥
革
命

七
十
周
年
』
〈
一
九
八
一
年
〉
、
滞
陽
市
楢
案
館
編
『
辛
亥
革
命
在
瀦

陽
記
今
盆
十
亥
革
命
八
十
周
年』

(
洛
陽
出
版
社
、
一
九
九
一
年
〉
。

な

お
、
『
辛
亥
室
市
在
洛
陽
』
に
は
滞
陽
に
お
け
る
辛
亥
革
命
の
歴
史
を

概
述
し
た
飽
偉
光
「
辛
亥
革
命
在
溶
陽
」
、
ま
た
、
張
格
、
亥
金
鎧
、

組
爾
巽
、
張
格
の
自
宅
、
張
熔
の
殺
害
現
場
の
官
局
員
な
ど
が
枚
め
ら
れ

て
い
る
。

(
ロ
)
「
二
九
八

610 

有
闘
張
熔
等
人
活
動
的
保
線
(
十
三
件
)

宣
統
三
年」

〔
前
掲
『
清
代
槍
案
史
料
叢
編
第
八
輯
』
一
六
五
|
一
七

O
頁〕。

(
お
)

「
一
五
一

裳
金
鐙
致
趨
爾
巽
菓
文
宣
統
三
年
十
月
」
〔
前
掲

『
諸
問
代
償
案
史
料
叢
編
第
八
開
』
九
一

l
l
九
二
頁
〕
。

(
引
さ
「
1
、
張
作
森
給
越
爾
巽
的
呈
文
宣
統
三
年
十
二
月
初
六
日
」

〔
前
掲
『
辛
亥
革
命
在
遼
寧
檎
案
史
料
』
一
一
一
一
一
一
一
一
一
五
頁
〕
、
コ
一

三
関
子
張
裕
、
賓
昆
、
田
直
賛
遇
害
及
高
恩
博
、
王
恩
紹
等
被
狐
、

張
作
森
給
趨
爾
巽
的
呈
文
宣
統
三
年
十
二
月
初
六
日
」
〔
前
渇
『
辛

亥
革
命
在
溶
陽
』
一
一
八
|
一
二
三
官
民
〕
。

(
お
〉
友
金
鎧
『
傭
慮
日
記
語
存
附
経
過
白
述
』
(
民
園
二
四
年
)
〔
遼

寧
省
問
書
館
所
蔵
〕
。

(
お
〉
「
(
=一
)
篤
張
格
等
誇
他
弁
誇
渡
還
損
失
財
産
中
華
民
園
二
年
三
月

ー
五
月
」
〔
前
掲
『
辛
亥
革
命
在
遼
寧
儲
案
史
料
』
一
一
一
一九
|
一
四
四

頁
〕
。
同
じ
く
、
「
二
九
震
張
格
等
請
値
弁
請
渡
還
損
失
財
産
張

燦
柏
致
張
鐙
錫
呈
中
華
民
園
二
年
三
月
十
一
白
」
〔
前
掲
『
辛
亥
革

命
在
溶
陽
』
一
一
一
一
八
|
一
四
一
頁
〕
。

(
幻
)
「
内
務
部
等
彪
理
革
終
的
張
裕
被
裁
事
的
有
関
文
篭
民
園
元
年
四

月
至
九
月
」
〔
中
圏
第
一
一
歴
史
倦
案
館
所
蔵
「
越
爾
巽
全
宗
」
〈
順
序

鋭
五
七
七
)
〕
〔
前
掲
『
清
代
楢
案
史
料
叢
編
第
八
輯
』
一
二
七
頁
〕
。

(
お
)
「
趨
爾
巽
信
修
族
譜
的
文
告
和
〔
越
氏
族
譜
〕
〔
越
氏
族
譜
世
系
表
〕

及
有
関
函
件
光
緒
三
十
四
年
至
宣
統
元
年
」
〔
中
圏
第
一
歴
史
楢
案

館
所
蔵

「趨
爾
巽
全
宗
」
(
順
序
説
五

O
九)〕。
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筆
者
は
卒
成
九
年
|
二
年
度
の
文
部
省
科
製
研
究
費
補
助
金
〔
基
盤
研

究
(

A

)

〕
「
近
代
中
園
東
北
に
お
け
る
祉
禽
経
済
構
造
の
襲
容
」
(
研
究

代
表
者
日
江
夏
由
樹
〉
に
よ
り
、
遼
寧
省
指
案
館
、
中
圏
第
一
歴
史
楢
案
館



に
お
い
て
史
料
調
査
を
行
う
こ
と
が
で
き
た
。
本
稿
は
そ
の
成
果
の
一
部
で

あ
る
。
ま
た
、
史
料
の
整
理
に
つ
い
て
は
、
卒
成
九
年
!
一
一
年
度
の
文
部

省
科
患
研
究
費
補
助
金
〔
基
盤
研
究
(

B

)

〕
「
ア
ジ
ア
の
秩
序
と
混
沌
|
草

611 

ーの
橋根
大民
皐衆
経組
済織
暴の
研結
究合
科原
数理
授に

関
谷す
口 る
膏比
吉較
〉文
の明
補史
助的
を研
得究
た l。L

(
代
表
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